
 

１ 

平成２５年（判）第２４号ないし第２７号 

 

審       決 

 

愛知県知多郡美浜町大字河和字上前田１８番地 

被審人 加藤化学株式会社 

同代表者 代表取締役 加 藤 栄 一 

同代理人 弁 護 士 洞 雞 敏 夫 

同          大 軒 敬 子 

 

公正取引委員会は，上記被審人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１００号）附則第２条の規

定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）（以下「独占禁止

法」という。）に基づく排除措置命令審判事件及び課徴金納付命令審判事件につ

いて，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う公正取引委員会関係規則の整備に関する規則（平成２７年公正取引委

員会規則第２号）による廃止前の公正取引委員会の審判に関する規則（平成１７

年公正取引委員会規則第８号）（以下「規則」という。）第７３条の規定により

審判長審判官山門優，審判官南雅晴及び審判官數間薫から提出された事件記録，

規則第７５条の規定により被審人から提出された異議の申立書並びに独占禁止

法第６３条及び規則第７７条の規定により被審人から聴取した陳述に基づいて，

同審判官らから提出された別紙審決案を調査し，次のとおり審決する。 

 

主       文 

被審人の各審判請求をいずれも棄却する。 

 

理       由 

１ 当委員会の認定した事実，証拠，判断及び法令の適用は，後記第２項のとお

り訂正するほかは，いずれも別紙審決案の理由第１ないし第７と同一であるか

ら，これらを引用する。 

２ 別紙審決案を以下のとおり訂正する（頁数は，同審決案の頁数を指す。）。 

 ２

(1) ２頁３行目の「平成２５年（措）第８号排除措置命令」を「平成２５年（納）

第１５号課徴金納付命令」に改める。 

(2) ２頁５行目の「平成２５年（納）第１５号課徴金納付命令」を「平成２５年

（措）第８号排除措置命令」に改める。 

(3) ３０頁１８行目の「前記第５の１⑵ウないしオ」の次に「，前記第５の２⑵ウ」

を加える。 

３ よって，被審人に対し，独占禁止法第６６条第２項及び規則第７８条第１項

の規定により，主文のとおり審決する。 

 

平成２８年４月１５日 

 

            公 正 取 引 委 員 会 

 

                委員長  杉  本  和  行 

 

                委 員  小 田 切  宏  之 

 

                委 員  幕  田  英  雄 

 

                委 員  山  本  和  史 

 

                委 員  三  村  晶  子 

 

 



 

１ 

平成２５年（判）第２４号ないし第２７号 

 

審   決   案 

 

愛知県知多郡美浜町大字河和字上前田１８番地 

被審人 加藤化学株式会社 

同代表者 代表取締役 加 藤 栄 一 

同代理人 弁 護 士 洞 雞 敏 夫 

同          大 軒 敬 子 

同          ᓥ 㷂   ဴ 

 

上記被審人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部

を改正する法律（平成２５年法律第１００号）附則第２条の規定によりなお従前

の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）に基

づく排除措置命令審判事件及び課徴金納付命令審判事件について，公正取引委員

会から独占禁止法第５６条第１項及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う公正取引委員会関係規則の整備に

関する規則（平成２７年公正取引委員会規則第２号）による廃止前の公正取引委

員会の審判に関する規則（平成１７年公正取引委員会規則第８号。以下「規則」

という。）第１２条第１項の規定に基づࡁᢸ当審判官に指定された本⫋らは，審

判の⤖ᯝ，次のとおり審決することࡀ適当であると⪃え，規則第７３条及び第７

４条の規定に基づいて本審決案をస成する。 

なお，以下の用ㄒのうࡕ，別紙１の「用ㄒ」ḍにᥖࡆるものの定⩏は，同「定

⩏」ḍに記㍕のとおりである。 

 

主     文 

被審人の各審判請求をいずれも棄却する。 

 

理     由 

第１ 審判請求の㊃᪨ 

１ 平成２５年（判）第２４号審判事件 

別 紙  

２ 

平成２５年（措）第７号排除措置命令の部の取ᾘしを求める。 

２ 平成２５年（判）第２５号審判事件 

平成２５年（措）第８号排除措置命令の部の取ᾘしを求める。 

３ 平成２５年（判）第２６号審判事件 

平成２５年（納）第１５号課徴金納付命令の部の取ᾘしを求める。 

４ 平成２５年（判）第２７号審判事件 

平成２５年（納）第２４号課徴金納付命令の部の取ᾘしを求める。 

第２ 事案のᴫせ（当事者間にதいのない事実及び公知の事実） 

１ 公正取引委員会は，被審人ࡀ，別紙２記㍕の各事ᴗ者（以下「㸷社」とい

い，被審人をྵめて「１０社」という。）とඹ同して，≉定異ᛶ化⢾の㈍

౯᱁を引ࡁ上ࡆる᪨をྜពすることにより，公ඹの┈にして，ᡃࡀᅜに

おࡅる≉定異ᛶ化⢾の㈍ศ㔝におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈していたもの

であって，この行Ⅽは，独占禁止法第２条第６項に規定する当な取引ไ㝈

にヱ当し，同法第３条に㐪するものであり，かつ，≉に排除措置を命ずる

ᚲせࡀあるとして，平成２５年６月１３日，１０社に対し，同法第７条第２

項に基づࡁ，排除措置を命ࡌた（平成２５年（措）第７号。以下「本件排除

措置命令１」という。）。 

２ 公正取引委員会は，本件排除措置命令１に係る㐪行Ⅽ（以下「本件㐪

行Ⅽ１」という。）は独占禁止法第７条の２第１項第１号に規定するၟရの

対౯に係るものであるとして，平成２５年６月１３日，被審人に対し，２൨

２２８４の課徴金の納付を命ࡌた（平成２５年（納）第１５号。以下「本

件課徴金納付命令１」という。）。 

３ 公正取引委員会は，被審人ࡀ，㸷社とඹ同して，≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の

㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆる᪨をྜពすることにより，公ඹの┈にして，ᡃࡀ

ᅜにおࡅる≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の㈍ศ㔝におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈し

ていたものであって，この行Ⅽは，独占禁止法第２条第６項に規定する当

な取引ไ㝈にヱ当し，同法第３条に㐪するものであり，かつ，≉に排除措

置を命ずるᚲせࡀあるとして，平成２５年６月１３日，１０社から日本㣗ရ

化ᕤ株式会社及び日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ株式会社を除いた８社に対し，同法第

７条第２項に基づࡁ，排除措置を命ࡌた（平成２５年（措）第８号。以下「本

件排除措置命令２」といい，本件排除措置命令１とేࡏて「本件各排除措置

命令」という。）。 



 

３ 

４ 公正取引委員会は，本件排除措置命令２に係る㐪行Ⅽ（以下「本件㐪

行Ⅽ２」といい，本件㐪行Ⅽ１とేࡏて「本件各㐪行Ⅽ」という。）は

独占禁止法第７条の２第１項第１号に規定するၟရの対౯に係るものであ

るとして，平成２５年６月１３日，被審人に対し，１൨６５５２の課徴

金の納付を命ࡌた（平成２５年（納）第２４号。以下「本件課徴金納付命令

２」といい，本件課徴金納付命令１とేࡏて「本件各課徴金納付命令」とい

う。）。 

５ 本件各排除措置命令及び本件各課徴金納付命令の命令書のㅞ本は，いずれ

も平成２５年６月１４日，被審人に対して㏦㐩された。 

被審人は，同年８月１２日，本件各排除措置命令及び本件各課徴金納付命

令の部の取ᾘしを求める審判請求をした。 

６ 本件各排除措置命令は，被審人に対するものを除ࡁ，いずれも確定した。 

第３ 前提となる事実（各項ᮎᑿにᣓᘼ書ࡁで証拠をᥖ記した事実は当ヱ証拠か

ら認定される事実であり，ࡑのవの事実は当事者間にதいのない事実ཪは公

知の事実である。なお，証拠の表記については，「第」及び「号証」を␎し，

༢に「査ۑ」，「審ۑ」と記㍕する。） 

１ １０社のᴫせ 

被審人は，⢾化〇ရの〇㐀ᴗをႠࡴ者である。 

㸷社（以下，各社のྡ⛠については，別紙２の「␎⛠」ḍ記㍕のものを

用する。）のうࡕ，⩌栄化学ᕤᴗを除く８社は，いずれも⢾化〇ရの〇㐀ᴗ

をႠࡴ者であり，⩌栄化学ᕤᴗは，異ᛶ化⢾については〇㐀ᴗを，Ỉあめ࣭

 者である。（査２ないし１０）ࡴう⢾については༺ᴗをႠࡪ

２ ⢾化〇ရの≉ᛶ及び用㏵➼ 

��� ≉ᛶ及び用㏵ 

異ᛶ化⢾は，⢭〇⢾（いࡺࢃる◁⢾）と異なり，ప で⏑ᗘࡀ㧗く，

㣗た┤後に⏑さをឤࡸࡌすく，後に⏑ࡳをṧしにくいという≉徴ࡀある

ことから，主としてΎᾴ㣧ᩱỈ〇㐀ᴗ者に㈍されている。（査１１ない

し１３） 

Ỉあめ࣭ࡪう⢾は，異ᛶ化⢾にẚると⏑ᗘࡀపい。ࡲた，一⯡的

にỈあめと⛠されるものは，⢓ᛶࡸ保Ỉᛶを᭷し，㣗ရに⢓りࡸ◳さを

付ࡅることࡀでࡁることから，㣩Ⳬ子，㣰Ⳬ子，࣮ࣜࢮ，࣒࢞➼の〇㐀ᴗ

者に㈍されているほか，ⓎἻ㓇のⓎ㓝㓝ẕをᇵ㣴するためのᮦᩱとして

 

４ 

㓇㢮〇㐀ᴗ者に㈍されている。一⯡的にࡪう⢾と⛠されるものは，

Ⳬ子㢮の〇㐀ᴗ者に㈍されるほか，⤖晶化しࡸすいため，⢊ᮎ調ᩱの

〇㐀ᴗ者ࡸ་⸆ရの〇㐀ᴗ者に㈍されている。 

⢾化〇ရは，いずれもᾮ⢾と⤖晶࣭⢊ᮎ化したものとにศࡅられる。 

��� ౯᱁決定᪉式 

⢾化〇ရのཎᩱとなるでࢇ⢊は，とうもࢁこしから⏕成されるとこࢁ，

でࢇ⢊に⏕成されるとうもࢁこしのほとࢇはྜ࣓࢝ࣜ⾗ᅜから㍺ධ

されており，１０社のうࡕ⩌栄化学ᕤᴗを除く各社（以下「⩌栄化学ᕤᴗ

以እの各社」という。）のとうもࢁこしのධ౯᱁は，主にၟࢦ࢝ࢩရ取

引ᡤのとうもࢁこしඛ≀┦ሙ（以下「とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙ」という。）

にᕥྑされる。なお，⩌栄化学ᕤᴗは，とうもࢁこしを㍺ධࡏず，とうも

 ⢊を㉎ධしている。（査３１ないし３４）ࢇ⢊の〇㐀ᴗ者からでࢇこしでࢁ

⢾化〇ရの㟂せ者ྥࡅ㈍౯᱁の決定᪉式には，࣮ࣝࣝ決め，ᅛ定౯᱁

及びࣥࣕࢪ決めとࡑれࡒれ⛠されるものࡀある。ࣥࣕࢪ決めとは，࣮ࣝ

ࣝ決め及びᅛ定౯᱁を除く౯᱁決定᪉式であり，㟂せ者との間で，あらか

➼め౯᱁のィ⟬式，΅ᮇ，適用ᮇ間➼を定めずに，ཎᩱ౯᱁のኚືࡌ

を理由として，ᚲせな㒔ᗘ，㟂せ者と┦対で΅して౯᱁を定める᪉式で

ある。 

≉定異ᛶ化⢾及び≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾（これらをేࡏて，以下「本件

各〇ရ」という。）とは，ࣥࣕࢪ決めにより౯᱁を定める条件で取引する

㟂せ者ྥࡅに㈍される⢾化〇ရである。 

��� ၟὶ➼ 

１０社は，本件各〇ရについて，┤᥋ཪはၟ社➼を㏻ࡌて，㟂せ者であ

るΎᾴ㣧ᩱỈ〇㐀ᴗ者，㓇㢮〇㐀ᴗ者，Ⳬ子㢮〇㐀ᴗ者➼に㈍し，ࡑの

㈍౯᱁を，㏻ᖖ，┤᥋ཪはၟ社➼を㏻ࡌて㟂せ者と΅して定めていた。 

ၟ社➼は，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆに関し，１０社と㟂せ者を௰

する役をᯝたしており，１０社から㈍౯᱁の引上ࡆを指♧されれࡤ，

ၟ，΅を行っておりࡆの指♧にἢって㟂せ者との間で㈍౯᱁の引上ࡑ

社➼１０ࡀ社のពྥと㐪うᙧで独⮬に㈍౯᱁の引上ࡆ΅を行うこと

はなかった。 

（査２２，２８，３５，３８ないし４０） 

 ࢙ࢩ ���



 

５ 

平成２３年の１０社におࡅる≉定異ᛶ化⢾のᅜෆྥࡅ㈍数㔞のྜィ

は，ᡃࡀᅜにおࡅる≉定異ᛶ化⢾の⥲㈍数㔞の⣙㸷７㸬５ࢺࣥࢭ࣮ࣃを

占めていた。ࡲた，同年の１０社におࡅる≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾のᅜෆྥ

う⢾の⥲㈍数㔞ࡪる≉定Ỉあめ࣭ࡅᅜにおࡀ㈍数㔞のྜィは，ᡃࡅ

の⣙７４㸬４ࢺࣥࢭ࣮ࣃを占めていた。（査２７） 

３ 日本࣭ࢳ࣮ࢱࢫ⢾化ᕤᴗ会 

��� 日本࣭ࢳ࣮ࢱࢫ⢾化ᕤᴗ会の⤌⧊ 

日本࣭ࢳ࣮ࢱࢫ⢾化ᕤᴗ会（以下「ᕤᴗ会」という。）は，でࢇ⢊及び

⢾化ᕤᴗの地を確立し，これらに関する知㆑のᬑ及及びᾘ㈝のᣑ大をᅗ

り，⯆とᅜẸ⤒῭のⓎᒎにᐤすることなを目的に，平成㸷年４月，

日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥᕤᴗ会と日本⢾化ᕤᴗ会ేྜࡀしてタ立された௵ព

の事ᴗ者ᅋయである。 

ᕤᴗ会は，⩌栄化学ᕤᴗ以እの各社，ྥ後ࢳ࣮ࢱࢫ株式会社及び株式会

社㹈㸫オࢬ࣑ࣝࣝを会員とし，理事会の下にᨻ⟇委員会ࡀ置かれ，ࡑの

下にࢫࣥࢥ委員会，⢾化委員会，ᢏ⾡委員会及びཎᩱ対⟇委員会ࡀタࡅら

れていた。 

��� ⢾化委員会のᴫせ 

⢾化委員会は，１０社をもってᵓ成されており（なお，⩌栄化学ᕤᴗは，

ᕤᴗ会の会員ではなかったࡀ，⢾化委員会の会ྜには出ᖍしていた。），

◁⢾及びでࢇ⢊の౯᱁調整に関する法律（昭和４０年法律第１０㸷号。平

成１㸷年４月以前は㎰⏘≀౯᱁Ᏻ定法ࠝ昭和２８年法律第２２５号ࠞ）に

基づࡁ㎰ᯘỈ⏘┬ࡀ公表する౯᱁➼について，各社のඹ㏻するㅖၥ㢟に関

するពぢ及びሗの，㟂せศᯒ，ᡠ౯᱁のศᯒ➼を行っていた。 

⢾化委員会では，おおࡡࡴẖ月１ᅇ，に１間⛬ᗘ，ᮾி㒔 ༊にᡤ

ᅾするᕤᴗ会事ົᡤෆの会議ᐊにおいて，会ྜを㛤ദしていた。同会ྜに

は，１０社からࡑれࡒれ，主としてႠᴗ部長，ᨭᗑ長➼のႠᴗ㈐௵者⣭の

者ࡀ出ᖍするほか，ᕤᴗ会のᑓົ理事及び日本⢾化ᕤᴗ会（⮬らでࢇ⢊

を〇㐀ࡏずに，社から㉎ධしたでࢇ⢊を用いて⢾化〇ရを〇㐀する事ᴗ

者を会員とする௵ពの事ᴗ者ᅋయ。）のᑓົ理事ࡀ出ᖍし，㣗をとった

後，同委員会の委員長のྖ会により，ෑ㢌，ᕤᴗ会のᑓົ理事から，⢾化

〇ရに関する⤫ィ㈨ᩱ➼のㄝ᫂ࡀ行ࢃれ，ࡑの後に，１０社からの出ᖍ者

ࡀる⢾化〇ရの㈍≧ἣ➼についてⓎゝしていくのࡅ㡰次，各社にお，ࡀ

 

６ 

㏻例であった（なお，１０社からの出ᖍ者のලయ的なⓎゝෆᐜについては，

後記のとおり，当事者間にதいࡀある。）。 

平成２２年１０月から平成２４年１月ࡲでの間の⢾化委員会の㛤ദ日

並びに出ᖍ者及び出ᖍ者の出ᖍ当におࡅる各社での役⫋は，別紙３のと

おりである（以下，上記のとおり㛤ദされた⢾化委員会については別紙３

の「会ྜの␎⛠」ḍ記㍕の␎⛠，同委員会の出ᖍ者については同別紙記㍕

の␎⛠を用する。）。 

⢾化委員会では，１０社の୰から委員長１ྡ及び委員長２ྡを㑅௵し

ていた。平成２２年１０月の⢾化委員会から平成２３年㸷月の⢾化委員会

の㔝ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥでの委員長は日本㣗ရ化ᕤの㤳藤，委員長は⋤子ࡲ

村及び࢚ࣥࢧ⢾化の取締役ᇳ行役員Ⴀᴗ本部長の➉ෆᫀఙ（以下「ࣥࢧ

た，平成２３年１０月の⢾化委ࡲ。⢾化の➉ෆ」という。）であった࢚

員会から同年１２月の⢾化委員会ࡲでの委員長は被審人のすཎ，委員長

は三和⃦⢊ᕤᴗの㰺部及び日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓであり，平成２４年１月の

⢾化委員会からは，日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓࡀ委員長であった。（査１３，４

８ないし６３，２２５） 

４ とうもࢁこし౯᱁の㧗㦐 

とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙは，平成２２年㡭の１࢙ࣝࢩࢵࣈ（⣙３５

ࣝࢻのỈ‽から，同年ኟ㡭以㝆は同５ྎࣝࢻから４ࣝࢻ当たり３（ࣝࢺࢵࣜ

を㉸えるỈ‽で᥎⛣するようになった。同┦ሙは，平成２３年にධっても上

᪼を⥆ࡅ，同年１月に１࢙ࣝࢩࢵࣈ当たり６ࣝࢻとなり，同年４月には同７

とྎࣝࢻ同年㸷月㡭から下ⴠしጞめ，同６，ࡀを㉸えるỈ‽となったࣝࢻ

なった。 

５ １０社による౯᱁引上ࡆάື 

１０社は，本件各〇ရのཎᩱとなるでࢇ⢊を⏕成するためにᚲせなとうも

，を理由に，別紙４のとおり前記４のとおり㧗㦐したことなࡀこしの౯᱁ࢁ

本件各〇ရの㟂せ者に対し，平成２３年１月から同年２月にかࡅて，同〇ရ

の㈍౯᱁を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０引ࡁ上ࡆることを求める΅を㛤

ጞし，さらに，ࡑの後も，とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙの㧗㦐ࡀ⥆いているこ

となを理由に，同別紙のとおり，本件各〇ရの㈍౯᱁を㏣加で引ࡁ上ࡆ，

前記引上ࡆとేࡏてྜィで１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１５ないし２０引ࡁ上

の申ධれを「本件当ࡆることを求める΅を⥅⥆した（以下，᭱ึの್上ࡆ
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ึ್上ࡆ」，᭦なる್上ࡆの申ධれを「本件㏣加್上ࡆ」といい，୧者をే

の΅㛤ጞࡆという。なお，被審人の本件当ึ್上「ࡆ本件各್上」てࡏ

ᮇについては，後記のとおり当事者間にதいࡀある。）。 

６ 公正取引委員会による立ධ᳨査 

公正取引委員会は，平成２４年１月３１日，本件排除措置命令１により措

置を命ࡌた事件について，独占禁止法第４７条第１項第４号の規定に基づく

立ධ᳨査を行った。１０社は，同日以㝆，本件各〇ရの㈍౯᱁について

ሗを行っていない。 

７ 本件各〇ရの上㢠 

審査官ࡀ被審人の本件各㐪行Ⅽの実行ᮇ間であると主ᙇする平成２３

年３月１日から平成２４年１月３０日ࡲでの間におࡅる本件各〇ရに係る

被審人の上㢠を，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

（昭和５２年ᨻ令第３１７号。以下「独占禁止法施行令」という。）第５条

第１項の規定に基づࡁ⟬定すると，≉定異ᛶ化⢾に係る上㢠は５５൨７１

１６４７７１であり，≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾に係る上㢠は５１൨７２

５７㸷０１㸷を下ᅇるものではない。 

第４ தⅬ 

１ １０社は，本件当ึ್上ࡆに当たり，本件各〇ရの㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆる

᪨をྜពしたか（தⅬ１） 

２ １０社は，本件㏣加್上ࡆに当たり，本件各〇ရの㈍౯᱁を᭦に引ࡁ上

 る᪨をྜពしたか（தⅬ２）ࡆ

３ தⅬ１及びதⅬ２に係るྜពの対㇟に⣧ᯝ⢾はྵࡲれるか（தⅬ３） 

第５ தⅬに係る᪉の主ᙇ 

１ தⅬ１（１０社は，本件当ึ್上ࡆに当たり，本件各〇ရの㈍౯᱁を引

 る᪨をྜពしたか）についてࡆ上ࡁ

��� 審査官の主ᙇ 

１０社は，㐜くとも平成２２年１２月の⢾化委員会ࡀ㛤ദされた同月２

８日ࡲでに，本件各〇ရについて，平成２３年１月以㝆，㈍౯᱁を⌧行

౯᱁より１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０引ࡁ上ࡆることをྜពした（以下，≉

定異ᛶ化⢾に係る当ヱྜពを「≉定異ᛶ化⢾の当ึྜព」，≉定Ỉあめ࣭

，といい「う⢾の当ึྜពࡪ定Ỉあめ࣭≉」う⢾に係る当ヱྜពをࡪ

これらをేࡏて「本件各当ึྜព」という。）。 
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本件各当ึྜពࡀᙧ成されていることは，ձ１０社は，平成２２年１０

月，同年１１月及び同年１２月の⢾化委員会において，本件各〇ရの㈍

౯᱁を平成２３年１月以㝆，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０引ࡁ上ࡆることな

れ，前記ձࡒれࡑをෆᐜとするሗを行っていたこと，ղ１０社は

のሗをཷࡅて，本件各〇ရの㈍౯᱁引上ࡆを決定したこと，ճ１

０社は，平成２２年１２月の⢾化委員会後，平成２３年１月ཪは２月から，

本件各〇ရの㟂せ者に対し，同年２月ཪは３月を㈍౯᱁引上ࡆの実施

ᮇとし，引上ࡆ㢠を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０とする౯᱁引上ࡆ΅を㛤

ጞするな，ほࡰ一⮴した行ືに出たこと，մ１０社は，本件各〇ရにつ

いて，平成２３年１月から同年６月にかࡅて，⢾化委員会の会ྜのሙにお

いて㈍౯᱁引上ࡆ΅の㐍ᤖ≧ἣ➼に関するሗを行ったり，ಶ別

の㟂せ者に対する㈍౯᱁引上ࡆの΅ᮇ，㈍౯᱁の引上ࡆᖜ及び

΅の㐍ᤖ≧ἣ➼について，のධれྜいඛ（」数の同ᴗ者ࡀおいに➇ྜ

するၟရを同一の㟂せ者に納ධしているሙྜにおࡅる当ヱ同ᴗ者を指す。

以下同ࡌ。）とಶ別に㐃⤡を取りྜって㊊並ࡳをࢁࡑえたりしていたこと，

なに↷らし᫂らかである。 

被審人においても，本件各当ึྜពを㋃ࡲえて，別紙４のとおり，平成

２３年１月以㝆，取引ඛに対し，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆ΅を㛤

ጞしている。 

��� 被審人の主ᙇ 

 。本件各当ึྜពをしたことはྰ認するࡀ１０社 

のሙࡑ，とⓎゝするᶵ会はなくࠎ長ࡀ⢾化委員会の会ྜは，各出ᖍ者 

で議ㄽしたり，決定ྜࡸពをしたりというものではなかった。ࡑもࡑも，

⢾化〇ရのᴗ⏺は➇த⃭ࡀしく，いに࢙ࢩをዣいྜうことはࡲれで

なく，⢾化委員会の会ྜの出ᖍ者ࡀṌ調をྜࡏࢃることのでࡁる≧ἣで

はなかった。⢾化委員会の会ྜの出ᖍ者は，社のⓎゝをᚲずしも┿ព

であるとはཷࡅ止めておらず，㥑ࡅ引ࡁの一⎔とも理ゎしていた。 

平成２２年１０月，同年１１月及び同年１２月の⢾化委員会において，

出ᖍ者の୰には，ཎᩱの್上ࡆを〇ရ౯᱁に㌿᎑することをᕼᮃしてい

る᪨，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０の್上ࡆを⪃えている᪨のⓎゝをする

者もいたࡀ，同ᴗ社同士でṌ調をྜࡏࢃて್上ࡆをする᪨のⓎゝࡀな

されたことはなく，本件各当ึྜពࡀなされた事実はない。 
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ウ 被審人は，いࡺࢃる同᪘会社であり，ᴗ者一ᐙࡀ⤒Ⴀ者として⤒Ⴀ

᪉㔪ࡸႠᴗ᪉㔪を決定し，本件各〇ရの㈍౯᱁の決定ᶒ㝈はてႠᴗ

本部長にあった。被審人は，ᾏእでࣝࣅ及びࣝࢸ࣍を⤒Ⴀして多㢠の

┈を上ࡆるな，多ゅ的な事ᴗを行っており，⤒ႠࡀᏳ定しているため，

⢾化〇ရの〇㐀ᴗにおいても，▷ᮇ的なᦆᚓを㞳れて，୰長ᮇ的などⅬ

で࢙ࢩのᣑ大⥔ᣢと┈のቑ大の実⌧をᅗる᪉㔪を᥇っていた。➇த

事ᴗ者とṌ調をྜࡏࢃることは，上記᪉㔪にするものであり，被審人

にとってఱらᚓるものࡀない。 

に関するⓎゝをྵࡆ被審人は，同ᴗ社のႠᴗに関するⓎゝ（್上 ࢚

のため，⢾化委員会のࡑ，をಙ用に್するものとは⪃えておらず（。ࡴ

会ྜのሙでの同ᴗ社のⓎゝもಙ用に್するものとは⪃えていなかっ

た。被審人のႠᴗ本部長ࡑのの⤒Ⴀ者らは，⢾化委員会の会ྜにおࡅ

る議㢟には⯆ࡀなく，༢に㎰ᯘỈ⏘┬との関係での⩏ົឤから，被審

人のすཎを⢾化委員会の会ྜに出ᖍさࡏていたࡅࡔであり，被審人のす

ཎも，ࡑのෆᐜをႠᴗ本部長らにሗ࿌することはなかった。 

オ 被審人においては，平成２２年㸷月以㝆，ཎᩱ౯᱁ࡀ上᪼していたも

のの，同月ᮎから平成２３年１月୰᪪㡭ࡲでの間は，取引ඛに多大な㏞

ᝨをかࡅる異例の事ែ（平成２２年㸷月２㸷日にⓎ⏕した被審人のᕤሙ

でのⅆ⅏事ᨾによる᧯ᴗ止，大規ᶍな᳨࣮ࣛ࣎査のための᧯ᴗ止

による大ཱྀ取引ඛに対する年ᮎ年ጞの౪⤥ไ㝈の౫㢗及び平成２３年

１月１６日にⓎ⏕した被審人のᕤሙでのṚஸ事ᨾ）ࡀ⥆Ⓨしたため，್

上ࡆを᳨ウし取引ඛに申しධれることࡀ฿ᗏでࡁない≧ἣにあった。当

被審人のႠᴗ本部長であった加藤㚝（以下「被審人の㚝」という。）

は，ࡑれらの対ᛂࡀ一ẁⴠした同年２月１６日，ཎᩱの㧗㦐➼のㅖ事

を⪃៖の上，本件各〇ရにつ࣒ࣛࢢࣟ࢟１ࡁ当たり１０の್上ࡆを申

しධれることを決定し，ࡑの᪨社ෆに指♧した。 

，平成２３年２月１６日より以前に，被審人の一部の取引ඛに対して ࢝

被審人の大㜰ᨭᗑをస成ྡ⩏人とする，本件各〇ရの「〇ရ౯᱁改定の

お㢪い」と㢟する文書（査１３５。以下「２月㸷日付ࡅ文書」という。）

されたりしたࡀの申ධれࡆ㏦付されたり，本件各〇ရの㈍౯᱁引上ࡀ

ことは事実である。 

しかしなࡀら，上記文書は，同ᨭᗑの取引ඛの一部から，いずれ被審
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人も㈍౯᱁引上ࡆを行うのであれࡤ᪩ᛴに文書を提出するようദಁ

されたことから，㏆いᑗ᮶ணされる್上ࡆにྥࡅての下‽備のための

ᡴデをしたものにすࡂない。ࡲた，上記್上ࡆの申ධれは，᥇⟬の᥇れ

ていない取引ඛࡸ，被審人್ࡀ上ࡆをすることを前提にၥいྜࡏࢃをし

てࡁた取引ඛ➼に対してなされたものである。 

これらの行Ⅽは，Ⴀᴗᢸ当者ࡸᨭᗑࡀ，㈍౯᱁決定ᶒ㝈を᭷するႠ

ᴗ本部長に┦ㄯないしゎをᚓることなく，独断で行ったものであり，

被審人としての್上ࡆの申ධれではない。 

こしの関⛯当ไᗘ及ࢁ⢾化〇ရの〇㐀㈍に関しては，㍺ධとうも ࢟

びࡑれに伴う調整金ไᗘ並びに◁⢾との調整金ไᗘࡀᏑᅾすることか

ら，⢾化〇ရの㈍౯᱁について➇தཎ理ࡀാく⠊ᅖにはᑡなからずไ

⣙ࡀあり，㈍౯᱁はᆒ一化されるഴྥにあった。 

とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙࡀኚືし，ཪはⅭ᭰にኚືࡌ⏕ࡀることに

より，⢾化〇ရの〇㐀ᴗ者ࡀ⢾化〇ရの㈍౯᱁をኚືさࡏたいと⪃え

ることは⤒῭ྜ理的なことである。௬に，被審人におࡅる⢾化〇ရの㈍

౯᱁の引上ࡆᮇ及び引上ࡆᖜࡀ同ᴗ者らと一⮴していたとしても，

すようなࡰᙳ㡪を及ࡌれは⮬↛な一⮴ではなく，同ᴗ者らてに同ࡑ

㈝用ኚືせᅉの対ᛂの⤖ᯝとしてもたらされたにすࡂない。 

た行ືࡌ‽同一ཪはこれにࡀに当たり，１０社ࡆた，本件当ึ್上ࡲ

に出たともいえない。三和⃦⢊ᕤᴗは，平成２２年１０月ᮎに本件各〇

ရの౯᱁を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり２್上ࡆしているし，本件当ึ್上ࡆ

に当たっても，取引ඛࡈとにᚲせな್上ࡆᖜを᳨ウしている者ࡸ，平成

２２年１２月の⢾化委員会以前に್上ࡆを決定していた者なࡀいる。 

２ தⅬ２（１０社は，本件㏣加್上ࡆに当たり，本件各〇ရの㈍౯᱁を᭦

に引ࡁ上ࡆる᪨をྜពしたか）について 

��� 審査官の主ᙇ 

㛤ദされた同月２ࡀ１０社は，㐜くとも平成２３年６月の⢾化委員会 

㸷日ࡲでに，本件各〇ရについて，本件各当ึྜពによりྜពした引上

当たり１５ないし２０にಟ正することをྜព࣒ࣛࢢࣟ࢟㢠を１ࡆ

した（以下，≉定異ᛶ化⢾に係る当ヱྜពを「≉定異ᛶ化⢾のಟ正ྜព」，

≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾に係る当ヱྜពを「≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾のಟ正

ྜព」といい，これらをేࡏて「本件各ಟ正ྜព」という。ࡲた，本件
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各当ึྜពと本件各ಟ正ྜពをేࡏて「本件各ྜព」という。）。 

本件各ಟ正ྜពࡀᙧ成されていることは，ձ１０社間には，᪤に本件

各当ึྜពに基づく༠調関係ࡌ⏕ࡀていたことに加え，ղ１０社は，平

成２３年１月から同年６月にかࡅての⢾化委員会において，本件各〇ရ

の㈍౯᱁について，本件各当ึྜពによる引上ࡆ㢠を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当

たり１５ないし２０とಟ正することなをෆᐜとするሗを

行ったこと，ճ１０社は，前記ղのሗをཷࡅて，本件各〇ရの㈍

౯᱁の㏣加の引上ࡆを決定したこと，մ１０社は，平成２３年６月の

⢾化委員会後，同年７月㡭以㝆も，㏣加ศをྵめて１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり

ྜィ１５ないし２０というᴟめて㏆ఝした引上ࡆᖜによる本件各

〇ရの㈍౯᱁引上ࡆ΅を⥅⥆して行うな，ほࡰ一⮴した行ືに出

たこと，յ１０社は，同年７月以㝆も，⢾化委員会の会ྜにおいて，㏣

加ศをྵめた本件各〇ရの㈍౯᱁引上ࡆ΅の㐍ᤖ≧ἣ➼に関する

ሗࡸ，同年㸷月㡭以㝆のとうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙの下ⴠを㋃ࡲ

えた㟂せ者からの本件各〇ရの㈍౯᱁引下ࡆせ請に対する対ᛂを᳨

ウしていたほか，ಶ別の㟂せ者に対する㈍౯᱁引上ࡆの΅のᮇ，

㈍౯᱁引上ࡆᖜ及び΅の㐍ᤖ≧ἣ➼について，のධれྜいඛとಶ

別に㐃⤡を取りྜって㊊並ࡳをࢁࡑえていたこと，なに↷らし᫂らか

である。 

１０社は，前記第３の２ֈのとおり，≉定異ᛶ化⢾及び≉定Ỉあめ࣭ 

う⢾の㈍ศ㔝において㧗いᕷሙ占᭷⋡をᣢつ者であり，本件各ྜࡪ

ពをすることにより，公ඹの┈にして，ᡃࡀᅜにおࡅる≉定異ᛶ化

⢾及び≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の各㈍ศ㔝におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈

していた。 

��� 被審人の主ᙇ 

 。本件各ಟ正ྜពをしたことはྰ認するࡀ１０社 

るものではなࡁでࡀに関するྜពࡆ⢾化委員会の会ྜにおいて್上 

かったことについては，前記１���のとおりである。平成２３年１月

から同年６月ࡲでの⢾化委員会において，同ᴗ社同士で㈍౯᱁の引

上ࡆのྜពࡀなされた事実はない。 

ウ 平成２３年４月１日に被審人の㚝に代ࢃって被審人のႠᴗ本部長

にᑵ௵した加藤㈆⏨（以下「被審人の㈆⏨」という。）は，同年５月１
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２日ཪはࡑの前日，㏆いᑗ᮶，本件各〇ရの㈍౯᱁を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当

たり１０引ࡁ上ࡆること，್上ࡆの申ධれᮇは社のືྥ➼の≧ἣ

をぢて判断すること，ࣥࣕࢪ決めによる౯᱁決定᪉式を᥇用している取

引ඛに対してᚎࠎに࣮ࣝࣝ決めによる౯᱁決定᪉式のኚ᭦を申しධ

れることを決定し，ࡑの᪨社ෆに指♧した。 

被審人の㈆⏨ࡀこのᮇに㏣加の್上ࡆを決定したのは，Ⴀᴗ本部長

にᑵ௵後，⢾化〇ရの取引に┈ࡀ上ࡀっていないものࡀ多ࠎぢられ，

，同年５月୰᪪になり，ࢁあると⪃えていたとこࡀの改ၿをするᚲせࡑ

ᮾ日本大㟈⅏によるᙳ㡪ࡀある⛬ᗘⴠࡕ╔いてࡁたためである。同決定

は，⢾化委員会の会ྜとは↓関係に独⮬になされたものである。 

同一ཪはこれに‽ずる行ືに出たࡀに当たり，１０社ࡆ本件㏣加್上 ࢚

とはいえない。 

審査官の主ᙇによっても，本件㏣加್上ࡆの㢠は，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当た

り５ないし１０というᖜのあるものであるとこࢁ，ၟ័⩦上，⢾化

〇ရの㈍౯᱁引上ࡆの申ධれを行うሙྜの引上ࡆ㢠は，５ཪは１０

のいずれかである。５の್上ࡆを求めるᴗ者と１０の್上ࡆを求

めるᴗ者ࡀいたということは，１０社ࡀ同一ཪはこれに‽ずる行ືに出

ていないことを♧している。 

３ தⅬ３（தⅬ１及びதⅬ２に係るྜពの対㇟に⣧ᯝ⢾はྵࡲれるか）につ

いて 

��� 審査官の主ᙇ 

↓。〇㐀している↓Ỉ⤖晶ᯝ⢾のၟရྡであるࡀ⣧ᯝ⢾とは，被審人 

Ỉ⤖晶ᯝ⢾とは，⤖晶࣭⢊ᮎ化した異ᛶ化⢾のうࡕ，ᯝ⢾１００ࢭ࣮ࣃ

 。のものをいうࢺࣥ

⣧ᯝ⢾は，とうもࢁこしから⏕成されたでࢇ⢊を加Ỉศゎし，異ᛶ化

してᚓられたᯝ⢾を成ศとしており，⢊ᮎ≧であるとしても異ᛶ化⢾に

ᒓするものであるから，ࣥࣕࢪ決めによって౯᱁を決める条件で取引す

る㟂せ者ྥࡅに㈍されるものであれࡤ，≉定異ᛶ化⢾にならない。 

１０社は，≉定異ᛶ化⢾の㈍౯᱁の引上ࡆに関するሗを行っ

ていたࡀ，ሗのዎᶵになったのは，とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙに

おࡅる౯᱁の㧗㦐であり，このሗの対㇟は，とうもࢁこしをཎᩱ

とする≉定異ᛶ化⢾⯡であって，⣧ᯝ⢾な一部のものを除くことは
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定されていなかった。 

実㝿，被審人は，ࣥࣕࢪ決めに係る⣧ᯝ⢾について，の≉定異ᛶ化

⢾と同ᵝに，㟂せ者に対し，≉定異ᛶ化⢾の当ึྜព及びಟ正ྜពのෆ

ᐜに༶した㈍౯᱁の引上ࡆを申しධれている。 

ࡁのの異ᛶ化⢾のᙧ≧の㐪いは，〇ရのຠ用において大ࡑ⣧ᯝ⢾と 

なᕪ異をもたらすものではない。ࡲた，一⯡に異ᛶ化⢾においては，ᯝ

⢾ྵ᭷⋡（⢾のうࡕのᯝ⢾のྜ）の┦㐪によって⏑ᗘࡀ異なり，㧗

ᯝ⢾ᾮ⢾と⛠される，ᯝ⢾ྵ᭷⋡ࡀ㸷５ࢺࣥࢭ࣮ࣃ以上のものもᏑᅾす

る。⏑ᗘにᛂࡌて用㏵ࡀ異なることは当↛であるから，⣧ᯝ⢾のᯝ⢾

ྵ᭷⋡ࢺࣥࢭ࣮ࣃ１００ࡀであることは，の異ᛶ化⢾から≉別どする

理由にならない。 

このように，⣧ᯝ⢾については，ᾮ⢾である異ᛶ化⢾（以下「異ᛶ化

ᾮ⢾」という。），≉に㧗ᯝ⢾ᾮ⢾との代᭰ᛶࡀ優に⫯定でࡁるため，

⣧ᯝ⢾とࡑのの異ᛶ化⢾をྵめた≉定異ᛶ化⢾という取引ศ㔝をᵓ

成しᚓる。このような取引ศ㔝におࡅる➇தをไ㝈する᪨の≉定異ᛶ化

⢾の当ึྜព及びಟ正ྜពの対㇟には，⣧ᯝ⢾もྵࡲれていたとゎする

のࡀ┦当である。 

��� 被審人の主ᙇ 

次のとおり，の異ᛶ，ࡀれるものであるࡲ⣧ᯝ⢾は，異ᛶ化⢾にྵ 

化⢾とはᛶ≧➼を異にし，୧者の間に代᭰ᛶはなく，➇த≧ἣも異なる

ものであり，異なる取引ศ㔝をᵓ成する。したࡀって，௬に異ᛶ化ᾮ⢾

について当な取引ไ㝈行Ⅽࡀあったとしても，１０社の間で⣧ᯝ⢾に

ついて当な取引ไ㝈ࡀ行ࢃれたことはない。 

(䜰) 異ᛶ化ᾮ⢾ࡀᾮ⢾であるのに対し，⣧ᯝ⢾は⢊ᮎ≧である。このよ

うなᛶ≧の㐪いࡀあるため，୧者は，㓄㏦及び保⟶᪉法ࡀ異なり，ཷ

ධඛにおࡅるタ備ࡸ用᪉法も異なる。ࡲた，⣧ᯝ⢾はᯝ⢾１００

うࡪ，であるのに対し，の異ᛶ化⢾は，ᯝ⢾のほかにࢺࣥࢭ࣮ࣃ

⢾ࡑのの⢾㢮をྵࡴものであり，成ศの㐪いから⏑ᗘࡸ⏑の㉁

も異なる。このように⣧ᯝ⢾と異ᛶ化ᾮ⢾にはᕪ異ࡀあることから，

㟂せ者は，ࡑの用㏵にྜࡏࢃて⣧ᯝ⢾ཪは異ᛶ化ᾮ⢾を㑅ࢇでいる。

日本㎰ᯘ規᱁においても，ᾮ⢾である異ᛶ化⢾のࡳに定⩏規定ࡀタࡅ

られている。 
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ᕷሙの⏬定は，主に〇ရの㟂せ代᭰ᛶのほⅬから᳨ウされるとこࢁ，

異ᛶ化ᾮ⢾と⣧ᯝ⢾には，上記のような㐪いࡀあることから，୧者の

間に㟂せ代᭰ᛶはなく，ࡑれࡒれ異なるᕷሙをᵓ成する。 

(䜲) ↓Ỉ⤖晶ᯝ⢾は，ᅜෆ⏕⏘ရよりも㍺ධရの㔞ࡀ多く，ᅜෆにおい

ては被審人ࡀ၏一の〇㐀ᴗ者である。したࡀって，ᡃࡀᅜにおいて⣧

ᯝ⢾と➇த関係にあるのは，㍺ධによる↓Ỉ⤖晶ᯝ⢾のࡳである。 

被審人の本件各㐪行Ⅽの実行ᮇ間であると主ᙇするᮇ間ࡀ審査官 

におࡅる≉定異ᛶ化⢾に係る被審人の上㢠を独占禁止法施行令に基

づࡁ⟬定した金㢠は，前記第３の７のとおりであるࡀ，同金㢠には，ࣕࢪ

ࣥ決めによる౯᱁決定᪉式による⣧ᯝ⢾の上㧗（４൨６０５１０２

６７）ࡲྵࡀれている。 

第６ 審判官の判断 

１ 認定事実 

��� 当事者間にதいのない事実，公知の事実及び証拠によれࡤ，以下の事実

 。認められるࡀ

 １０社の༠調関係 

１０社は，平成２２年１０月の⢾化委員会ࡀ㛤ദされる以前にも，か

る⢾化〇ရの㈍ࡅてより，⢾化委員会の会ྜ➼において，各社におࡡ

౯᱁，್上ࡆ΅の≧ἣ➼についてሗを行っていた。 

Ⓨ行する日本⤒῭᪂⪺（以下「日⤒᪂⪺」とࡀた，日本⤒῭᪂⪺社ࡲ

いう。）には，同社の取ᮦに基づく⢾化〇ရの౯᱁┦ሙ（以下「日⤒┦

ሙ」という。）ࡀᥖ㍕されており，⢾化委員会も，同社の記者（以下「日

⤒記者」という。）の取ᮦをཷࡅることࡀあった。 

１０社は，㟂せ者との間で⢾化〇ရの㈍౯᱁を΅する㝿に，᭷ຊ

紙である日⤒᪂⪺にᥖ㍕される⢾化〇ရに関する記事ࡸ日⤒┦ሙの≧

ἣࡀᙳ㡪をえることࡀあったことから，⢾化〇ရの್上ࡆのᒁ㠃➼に

おいては，್上ࡆに関する㟂せ者の理ゎをᚓࡸすくし，್上ࡆ΅を

に㐍めるために，日⤒記者に対し，್上ࡀࡆᚲせな事ࡸ各社の್上

かࡁの≧ἣをㄝ᫂し，これを記事にしてもらうようാࡆの᪉㔪，್上ࡆ

していた。１０社は，⢾化委員会の会ྜ➼において，上記の目るなࡅ

的で日⤒記者に対して᠓ㄯ会（以下「日⤒記者との᠓ㄯ会」という。）

の㛤ദを申しධれることࡸ，日⤒記者から⢾化〇ရの౯᱁に関して取ᮦ
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をཷࡅたሙྜの対ᛂ➼についてヰしྜっていた。 

１０社は，以上のような日本⤒῭᪂⪺社に対する対ᛂを⥲⛠して，「日

⤒対⟇」とࢇでいた。 

（査６７ないし８㸷） 

 ➼での１０社間のሗࡲ平成２２年１０月から同年１２月 

(䜰) 平成２２年１０月の⢾化委員会 

平成２２年１０月の⢾化委員会において，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝

村，࢚ࣥࢧ⢾化のᯇ下及び日本㣗ရ化ᕤの㟷ᮌは，とうもࢁこしの

ࣟ࢟に１ࡅ本件各〇ရについて，年᫂，ࡅሙの上᪼ഴྥをཷ┦ࢦ࢝ࢩ

ࢫウࣥࢼてのࡅすることにྥࡆ当たり５から１０್上࣒ࣛࢢ

を一部の取引ඛに対してጞめている᪨Ⓨゝした。 

た，被審人のすཎは，ཎᩱ㧗の≧ἣの୰，౯᱁については本⭜をࡲ

ධれなࡅれࡤならない᪨，日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥのᮾは，್上ࡆに対す

るලయ的な㈨ᩱをస成୰である᪨，日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓは，ཎᩱ┦ሙ

からすると１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０⛬ᗘの್上ࡀࡆᚲせである᪨

のᅵ及び三和⃦⢊ࢳ࣮ࢱࢫれⓎゝし，昭和⏘ᴗの杉山，ᩜᓥࡒれࡑ

ᕤᴗの㰺部からも，್上ࡀࡆᚲせとなるという㊃᪨のⓎゝࡀあった。 

これらのⓎゝに対し，≉ẁ異議をၐえる出ᖍ者はいなかった。 

（査３１，３３，３７，４４，６６，㸷１，㸷７，㸷８） 

(䜲) 平成２２年１１月の⢾化委員会 

平成２２年１１月の⢾化委員会において，日本㣗ရ化ᕤの㟷ᮌは，

「平成２３年１月納ධศから，異ᛶ化⢾を୰ᚰとした⢾㢮を１ࢢࣟ࢟

άືを行っࡆすることで，取引ඛに対し್上ࡆ当たり１０್上࣒ࣛ

ていく」᪨Ⓨゝし，⩌栄化学ᕤᴗのᒸ本は，「⩌栄ࡄらいの小さな࢙ࢩ

から್上ࡅも年᫂ࡕので，うࢇࡏࡲるをᚓࡊࡏの会社はⓙᵝに㏣㝶

の㔝村は，「ᘢࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥす」᪨Ⓨゝし，⋤子ࡲを᳨ウしていࡆ

社としては，１月から１０⛬ᗘの್上ࡀࡆᚲせな≧ἣとなっていࡲ

す」᪨Ⓨゝするな，各出ᖍ者はࡑれࡒれ，本件各〇ရについて್上

 。をする᪉ྥで᳨ウしている᪨ሗ࿌したࡆ

なお，各社ࡀ㈍౯᱁の引上ࡆのពྥを述たことに関し，⩌栄化

学ᕤᴗのᒸ本ࡀ，同ᴗ者ࡀ㞟ࡲるሙでこのようなヰをするのはၥ㢟で

ある᪨Ⓨゝしたとこࢁ，当，⢾化委員会の委員長であり，同会ྜの
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ྖ会をົめていた日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，「各社ࡀ独りゝをゝってい

るとᛮってḧしい」᪨Ⓨゝし，同Ⓨゝ以㝆，ᒸ本の上記Ⓨゝに関する

出ᖍ者からのⓎゝはなされず，ࡑの後の⢾化委員会の会ྜでも，ᒸ本

と同ᵝのⓎゝをする者はいなかった。 

各出ᖍ者からのⓎゝ後，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，各社とも１ࢢࣟ࢟

うといࡻしࡲࡁでいࢇ⤌でしっかり取りࡆ当たり１０の್上࣒ࣛ

う㊃᪨のⓎゝをし，被審人のすཎをྵめ，≉にこれに異をၐえる出ᖍ

者はいなかった。 

，ࡁた，同会ྜにおいて，日⤒対⟇として日⤒記者との᠓ㄯ会を㛤ࡲ

⢾化委員会のᖿ事会社（委員長及び委員長）である日本㣗ရ化ᕤの

㤳藤及び同㟷ᮌ，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝村並びに࢚ࣥࢧ⢾化のᯇ

下の４ྡࡀ，日⤒記者に対して，各社におࡅる本件各〇ရの㈍౯᱁

の引上ࡆ᪉㔪を日⤒᪂⪺にᥖ㍕してもらうようാࡁかࡅることとさ

れた。 

（査３２，３７，４４，６５，６６，㸷２，㸷３，１００ないし１

０３，１０５ないし１０７，２７㸷） 

(䜴) 平成２２年１２月の日⤒記者との᠓ㄯ会及び記事のᥖ㍕ 

日本㣗ရ化ᕤの㤳藤ら前記�㺐�の４ྡ及びᕤᴗ会の୰㔝は，平成２

２年１２月１４日，日⤒記者の༑ᔒᏕ（以下「༑ᔒ記者」という。）

と㠃会し，同記者に対し，本件各〇ရのཎᩱであるとうもࢁこしの౯

᱁の᥎⛣に関する㈨ᩱ➼を♧しなࡀら，日本㣗ရ化ᕤ，⋤子ࢫ࣮ࣥࢥ

いずれも平成２３年１月納ධศから，本，ࡀ⢾化࢚ࣥࢧ及びࢳ࣮ࢱ

件各〇ရの㈍౯᱁を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０引ࡁ上ࡆる᪉㔪で

ある᪨ㄝ᫂した。 

なࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの日⤒᪂⪺に，⋤子ࡅの⤖ᯝ，同月２２日付ࡑ

の異ᛶ化⢾࣓࣮ࡀ࣮࢝，ཎᩱであるとうもࢁこしの౯᱁のᛴ㦐を主ᅉ

として，平成２３年１月出Ⲵศから⢾化〇ရを１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１

０್上ࡆし，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ及び࢚ࣥࢧ⢾化は同月４日，日

本㣗ရ化ᕤは同月５日からの実施をࡑれࡒれ目指す᪨の記事ࡀᥖ㍕

された。 

（査３３，４４，６６，１０１，１０３，１０８ないし１１２） 

(䜶) 平成２２年１２月の⢾化委員会 
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平成２２年１２月の⢾化委員会において，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，

日⤒᪂⪺に前記�㺑�の記事ࡀᥖ㍕されたことをሗ࿌し，「記事に取り

上ࡆてもらっているので，平成２３年１月以㝆の౯᱁ಟ正について，

㠀ᖖにࡸり᫆くなった」᪨Ⓨゝした。 

出ᖍ者からは，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝村ࡀ，「ᘢ社としては，日

⤒の記事にもあるとおり，᮶年１月から್上ࡆ΅にධりࡲす」な

とⓎゝし，ࡑのの出ᖍ者からも，「ཎᩱの㧗㦐による್上ࡆのࢼ

ウࣥࢫを行ってࡁたࡀ，平成２３年１月から１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０

の್上ࡆの΅にධる」᪨，「日⤒᪂⪺に記事ࡀ出たこともあり，

１月より１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０で⢓りᙉく΅を行う」᪨のⓎゝ

➼，本件各〇ရについて，平成２３年１月から１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１

０の್上ࡆを目指して΅を行っていくとのⓎゝࡀ多くなされ，被

審人のすཎをྵめ，これに異をၐえる出ᖍ者はいなかった。 

各出ᖍ者からの上記Ⓨゝ後，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，ཎᩱ౯᱁ࡀ㧗

㦐し⥆ࡅているので，㟂せ者との౯᱁΅を㡹ᙇっていこうという㊃

᪨の取りࡲとめのⓎゝをした。 

（査３７，４４，６６，㸷４，㸷５，１０１，１１４，１１５） 

ウ 本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆ 

１０社ではࡑれࡒれ，⢾化委員会の会ྜの出ᖍ者ཪは当ヱ出ᖍ者から

⢾化委員会の会ྜにおࡅるሗのෆᐜについてሗ࿌をཷࡅた者ࡀ

୰ᚰとなり，㐜くとも平成２３年１月下᪪ࡲでに，本件各〇ရの㈍౯

᱁を⌧行౯᱁より１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０引ࡁ上ࡆる᪨を㟂せ者に

対して申しධれる᪨決定し，同年１月から２月にかࡅて，㟂せ者に対し，

同年２月１日ཪは同年３月１日を実施ᮇ日として，本件各〇ရの㈍౯

᱁を⌧行౯᱁より１０引ࡁ上ࡆる᪨を申しධれるな，㈍౯᱁の引

上ࡆ΅を㛤ጞした（別紙４ཧ↷）。（査３７，６６，１０３，１０８，

１１４ないし１３２） 

被審人においても，大㜰ᨭᗑ長の௰山༤一（以下「被審人の௰山」と

いう。）ら同社のႠᴗᢸ当社員ཪは取引ඛであるၟ社（以下，༢に「ၟ

社」という。）のᢸ当社員ࡀ，平成２３年１月２５日から同年２月１５

日にかࡅて，㟂せ者の事ົᡤをゼれて，本件各〇ရにつ࣒ࣛࢢࣟ࢟１ࡁ

当たり１０の್上ࡆを申しධれたり（査２２，２㸷，１３３，１６６，
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１６７，１７１，１７２，１７４），同年１月ᮎ㡭から２月上᪪㡭に，

ၟ社を㏻ࡌて，一部の㟂せ者に対して್上ࡆを申しධれ，΅の⤖ᯝ，

同年２月１４日に，≉定異ᛶ化⢾につ࣒ࣛࢢࣟ࢟１ࡁ当たり４ないし

６の್上ࡆを実⌧したり（査２４，１７０，１７３），被審人大㜰ᨭ

ᗑのᡤ⟶するၟ社及び㟂せ者に対し２月㸷日付ࡅ文書を㏦付し，本件各

〇ရについて，同年３月１日以㝆納ධศより，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０

の್上ࡆを行うことを申しධれる（査１１７，１３５，１６８，１６

㸷，審㸷）なした。 

決めに係る⣧ᯝ⢾についても，の≉定異ᛶࣥࣕࢪ，た，被審人はࡲ

化⢾と同ᵝに，㈍౯᱁の引上ࡆを申しධれた。（査１３４，２８㸷） 

 ➼での１０社間のሗࡲ平成２３年１月から同年６月 ࢚

(䜰) 平成２３年１月の⢾化委員会 

平成２３年１月の⢾化委員会において，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，同

月２８日付ࡅの日⤒᪂⪺に，異ᛶ化⢾の㈍౯᱁の引上ࢢࣟ࢟１ࡀࡆ

れ್上ࡒれࡑう⢾もࡪ当たり６から７で決╔し，Ỉあめ࣭࣒ࣛ

ᥖ㍕されたことをሗ࿌した上で，ཎᮦᩱの౯᱁はࡀりした᪨の記事ࡀ

㧗㦐を⥆ࡅており，᭦なる್上ࡀࡆᚲせである᪨Ⓨゝした。 

の出ᖍ者からは，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆについて，日本

㣗ရ化ᕤの㟷ᮌࡀ，᭦なる್上ࡀࡆᚲせであり，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり

６ないし７ではなく，あくࡲで１０の್上ࡆを社ෆのႠᴗᢸ当

者に指♧している᪨，昭和⏘ᴗの杉山ࡀ，同年３月ࡲでには１ࢢࣟ࢟

当࣒ࣛࢢࣟ࢟を行い，同年４月以㝆᭦に１ࡆ当たり１０の್上࣒ࣛ

たり１０の್上ࡆを目指す᪨，ᩜᓥࢳ࣮ࢱࢫのᅵࡀ，基本的に昭

和⏘ᴗと㊊並ࡳをࢁࡑえる᪨，日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥのᩧ藤ࣟ࢟１，ࡀ

ࡆ１０はᚲず上，ࡀは㐩成していないࡆ当たり１０の್上࣒ࣛࢢ

るように社ෆのႠᴗᢸ当者に指♧している᪨，࢚ࣥࢧ⢾化のᯇ下ࡀ，

同年３月ᮎࡲでに１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０の್上ࡆを目指し΅

୰である᪨，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝村ࡀ，⌧ᅾの㐍ᤖは１ࣛࢢࣟ࢟

でにศでもよいࡲ同年３月，ࡀ当たり平ᆒ６ないし７である࣒

から１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０の್上ࡆを指♧している᪨，三和⃦⢊

ᕤᴗの㰺部ࡀ，㟂せ者は事を理ゎしてくれており，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当

たり１０の್上ࡆを目指しているࡀ，ཎᩱ≧ἣから᭦なる್上ࡆも
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ᚲせである᪨，日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓ࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ当たり１０の

್上ࡆを目指して΅しているとこࢁであり，ཎᩱ┦ሙからすると，

᭦に್上ࡀࡆᚲせである᪨，被審人のすཎࡀ，㟂せ者もぬᝅはでࡁて

おり，್上ࡆᮇとᖜはධれྜいඛとṌ調をྜࡏࢃて実施していく᪨，

 。れⓎゝしたࡒれࡑ

各出ᖍ者からの上記Ⓨゝ後，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，とうもࢁこし

のࢦ࢝ࢩ┦ሙの後のືྥからすれ࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡤ当たり１０の

್上ࡅࡔࡆでは㊊りないので，᭦なる್上ࡆを᳨ウしなࡅれࡤならな

い᪨の取りࡲとめのⓎゝをした。 

（査６６，１７㸷ないし１８３） 

(䜲) 平成２３年２月の⢾化委員会 

平成２３年２月の⢾化委員会では，日本㣗ရ化ᕤの㟷ᮌࡀ，ཎᩱ౯

᱁の㧗㦐を㋃ࡲえ，᭦に５の್上ࡆ，ྜィで１５の್上ࡀࡆᚲせ

である᪨Ⓨゝし，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝村ࡀ，ཎᩱ౯᱁の᭦なる㧗

㦐から，同年４月以㝆，１次್上ࡆに㏣加して５以上の್上ࡀࡆᚲ

せと⪃えている᪨Ⓨゝするな，同年３月ࡲでに１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり

１０の್上ࡆを΅୰であるࡀ，⌧ᅾも⥆いているཎᩱ౯᱁の㧗㦐

を㋃ࡲえると，同年４月以㝆に᭦なる್上ࡀࡆᚲせであるとのⓎゝࡀ

大ໃを占め，被審人のすཎをྵめ，これに異をၐえる出ᖍ者はいな

かった。 

日⤒記者とのࡀた，同会ྜにおいて，日⤒対⟇として，ᖿ事会社ࡲ

᠓ㄯ会を㛤ࡁ，本件各〇ရにつࡁ㈍౯᱁の㏣加の引上ࡆに関する記

事をᥖ㍕してもらうようാࡁかࡅることとされた。 

࢚ࣥࢧ，の㔝村ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの後，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤，⋤子ࡑ

⢾化のᯇ下及びᕤᴗ会の୰㔝は，同年３月１日，༑ᔒ記者と㠃会

し，ཎᩱであるとうもࢁこしの౯᱁の᥎⛣➼に関する㈨ᩱを♧しなࡀ

ら，㤳藤ࡀ，同年１月以㝆の１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０の್上ࡆに㏣

加して，同年４月以㝆᭦に５の್上ࡀࡆᚲせである᪨ㄝ᫂し，㔝村

及びᯇ下も，⮬社の᪉㔪は日本㣗ရ化ᕤと同ᵝである᪨をఏえた。し

かし，同月１１日にᮾ日本大㟈⅏ࡀⓎ⏕したことなから，上記㏣加

の㈍౯᱁引上ࡆに関することは記事として日⤒᪂⪺にᥖ㍕されな

かった。 
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（査１７８，１８２，１８５ないし１８㸷） 

(䜴) 平成２３年３月の⢾化委員会 

平成２３年３月の⢾化委員会において，昭和⏘ᴗの杉山は，⮬社ᕤ

ሙࡀᮾ日本大㟈⅏で被⅏したことからは್上ࡆのお㢪いに行ࡅる

≧ἣではない᪨ሗ࿌した。一᪉，⩌栄化学ᕤᴗのᒸ本は，「１月から，

１０の್上ࡆをお㢪いするくືいているࡀ，ཎᩱ౯᱁の㧗㦐を⪃

えると，４月から᭦に５⛬ᗘの್上ࡀࡆᚲせである」᪨Ⓨゝし，被

審人のすཎも「４月以㝆も５上ࡆないとཝしい」᪨Ⓨゝした。 

の出ᖍ者からも，「１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０の್上ࡆについて

は７０ないし８０ࢺࣥࢭ࣮ࣃ⛬ᗘ㐩成した４，ࡀ月から᭦に１ࢢࣟ࢟

ࡆ当たり１５の್上࣒ࣛࢢࣟ࢟し，ྜィで１ࡆ当たり５್上࣒ࣛ

にྥࡅて΅୰である」᪨，「１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０の್上ࡆに

ついてはほとࢇ決╔したࡀ，㟈⅏のᙳ㡪で᭦なる್上ࡆの࣑ࣥࢱ

はᚲせࡆているものの２次್上ࡡᖜは決めかࡆを㐓しており，್上ࢢ

である」᪨，「㟈⅏のᙳ㡪で日本のධ をᅇ㑊する⯪もおり，⯪㈤

，はᚲせである」᪨ࡆから，㏣加の್上వィに上᪼していることなࡀ

「㟈⅏のᙳ㡪でᏳ定౪⤥をᮃࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࡴቑえており，್上ࡀࡆしࡸ

すい⎔ቃになってࡁている」᪨，「㟈⅏のᙳ㡪で㓄㏦㐠㈤ࡀቑしに

なっており，ࡑのศの್上ࡀࡆᚲせである」᪨，「⇞ᩱ㈝の上᪼ഴྥ

当たり５࣒ࣛࢢࣟ࢟あるため，４月から１ࡀ上᪼するᠱᛕࡀ㈤⯪ࡸ

の್上ࡆをᡴࡕ出す」᪨のⓎゝ➼，本件当ึ್上ࡆの㐍ᤖ≧ἣのሗ࿌

とともに，㟈⅏のᙳ㡪を㋃ࡲえつつも，㏣加の㈍౯᱁引上ࡆを行っ

ていくᚲせࡀあるとのⓎゝࡀなされた。 

（査６５，１７８，１８５，１８㸷ないし１㸷１） 

(䜶) 平成２３年４月の⢾化委員会 

平成２３年４月の⢾化委員会では，各出ᖍ者から，「１次್上ࡆ及

び２次್上ࡆのྜィで１１５࣒ࣛࢢࣟ࢟の್上ࡆで΅୰である

࣒ࣛࢢࣟ࢟は１ࡆもᚲせである」᪨，「１次್上ࡆ᭦に３次್上，ࡀ

当たり１０でほࡰ決╔している４，ࡀ月から２次್上ࡆとして１࢟

࢟の１ࡆを申しධれている」᪨，「１次್上ࡆ１０の್上࣒ࣛࢢࣟ

㐩成しておらࢺࣥࢭ࣮ࣃ当たり１０について，正┤１００࣒ࣛࢢࣟ

ず，２次್上ࡆにおいて，࣮ࣘࡈ࣮ࢨとに್置（㟂せ者に対する㈍
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౯᱁のỈ‽のことを指す。以下同ࡌ。）をぢなࡀら，１࣒ࣛࢢࣟ࢟

当たり５ないし１０で΅していく」᪨，「１次್上ࡆの１ࣟ࢟

࢟として１ࡆ４月から２次್上，ࡁ㐩成でࡰほࡀ当たり１０࣒ࣛࢢ

一部の取引ඛから，同，ࡀ当たり５以上で申しධれている࣒ࣛࢢࣟ

ᴗ社で２次್上ࡆをゝってࡁたとこࢁはないと断られた」᪨，「１

月から１次್上ࡆとして１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０，４月から２次್

上ࡆとして１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり５ないし１０の್上ࡆを申しධ

れているࡀ，⌧≧のཎᩱ≧ἣから３次್上ࡆもᚲせである」᪨のⓎゝ

な，本件当ึ್上ࡆの㐍ᤖ≧ἣࡀሗ࿌されるとともに，㏣加の㈍

౯᱁引上ࡆのᚲせᛶにゝ及するⓎゝࡀなされた。被審人のすཎも，「１

次್上ࡆと２次್上ࡏࢃྜࡆて１０から１５を取りたい」᪨Ⓨゝ

した。（査１８２，１８５，１８８，１㸷２ないし１㸷５） 

(䜸) 平成２３年５月の⢾化委員会 

平成２３年５月の⢾化委員会では，各出ᖍ者から，「１࣒ࣛࢢࣟ࢟

当たり１０の１次್上ࡆは，ほࡰ㐩成でࡁた４，ࡀ月からの１ࣟ࢟

については㞴⯟୰である」᪨，「２次ࡆ当たり５の２次್上࣒ࣛࢢ

್上ࡆを΅୰であるࡀ，一部の取引ඛから，同ᴗ社からは案ෆࡀ

ないとゝࢃれている。１次，２次್上ࡆのྜィで，年１２月ẚ１࢟

，はࡆᚲせである」᪨，「２次್上ࡀࡆ当たり２０の್上࣒ࣛࢢࣟ

್置による࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ当たり５ないし１０の್上ࡆを目

指している」᪨，「２次್上ࡆとして，６月１日から１࣒ࣛࢢࣟ࢟当

たり１０の್上ࡆを΅୰である」᪨のⓎゝ➼，本件各〇ရの㈍

౯᱁引上ࡆの㐍ᤖ≧ἣについて，本件当ึ್上ࡆに㏣加して，᭦に同

５から１０の್上ࡆを目指しているとのⓎゝࡀ多くなされ，被審

人のすཎは，㈍ඛの್置によって್上ࡆᖜをኚえる᪨Ⓨゝした。 

日⤒記者とのࡀた，同会ྜにおいて，日⤒対⟇として，ᖿ事会社ࡲ

᠓ㄯ会を㛤ࡁ，本件各〇ရにつࡁ，同年６月以㝆に㏣加で１ࣛࢢࣟ࢟

を行うࡆ同年１月以㝆でྜィ２０の್上ࡕࢃ当たり１０，すな࣒

᪨の記事をᥖ㍕してもらうようാࡁかࡅることとされた。 

（査１８２，１８５，１８８，１㸷２，１㸷６ないし２０２） 

(䜹) 平成２３年６月の日⤒記者との᠓ㄯ会及び記事のᥖ㍕ 

日本㣗ရ化ᕤの㤳藤及び同㟷ᮌ，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝村，ࣥࢧ
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⢾化のᯇ下並びにᕤᴗ会の୰㔝は，平成２３年６月１日，日⤒記࢚

者の▼ཎᜤ子（以下「▼ཎ記者」という。）と㠃会し，同記者に対し，

ཎᩱであるとうもࢁこしの౯᱁の᥎⛣➼に関する㈨ᩱを♧しなࡀら，

本件各〇ရについて，ཎᩱ౯᱁の㧗㦐のため，平成２３年１月以㝆の

に加え，同年６月以㝆の᭦なる್ࡆ当たり１０の್上࣒ࣛࢢࣟ࢟１

上ࡆ（ලయ的にはྜィで２０の್上ࡆ）ࡀᚲせであることと，ࡑの

᪨を記事にしてḧしいことをఏえた。 

の⢾化の日⤒᪂⪺に，日本㣗ရ化ᕤなࡅの⤖ᯝ，同月２日付ࡑ

，こし౯᱁の㧗㦐を㌿᎑するためにࢁཎᩱとなるとうも，ࡀ࣮࣮࣓࢝

同月出Ⲵศから異ᛶ化⢾を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０್上ࡆする᪨，

年ึにも１０の್上ࡆを実施しており，್上ࡀࡆᾐ㏱すれࡤ年ᮎ

にẚィ２０の上᪼となる᪨の記事ࡀᥖ㍕された。 

（査１８５，１８８，１㸷２，２０３ないし２０５） 

(䜻) 平成２３年６月の⢾化委員会 

平成２３年６月の⢾化委員会において，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，日

⤒᪂⪺に前記�㺔�の記事ࡀᥖ㍕されたことをሗ࿌した。 

についࡆの後，の出ᖍ者からは，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡑ

て，日本㣗ရ化ᕤの㟷ᮌ࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ当たりྜィ２０の್上ࡆ

にྥࡅて㡹ᙇっているࡀ，とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙࡀ下ࡀったこと

もあり，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１５ないし１６になる取引ඛもある

᪨，日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥのబ藤࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ当たりྜィ２０の

್上ࡆにもっていく᪨，⩌栄化学ᕤᴗのᒸ本１，ࡀ次್上ࡆの１ࣟ࢟

についࡆ㏣加の್上，ࡀったࢃ⤊ࡰ当たり１０についてはほ࣒ࣛࢢ

てはⱞしࢇでいる᪨，࢚ࣥࢧ⢾化のᯇ下࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ当たり１

０の್上ࡆは⤊したࡀ，㏣加の್上ࡆはこれからである᪨，三和

⃦⢊ᕤᴗの㰺部ཪは同⡿田ࡀ，㟂せ者によって１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり５

ཪは１０の㏣加್上ࡆを申しධれている᪨，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ

の㔝村࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ当たり２０の್上ࡆをしてもらった㟂せ者

もあり，㟂⤥ࡀ㐕㏕しているうࡕに１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり２０の್上

し，７月か⤊ࡰ１０はほ」，ࡀたい᪨，被審人のすཎࡏを実⌧さࡆ

ら᭦に１０をすすめる」，「１０に฿㐩していないとこࢁは，㊊ศ

もྵめ，ィ２０としている」，「たࡔ┦ሙのࢲウࣥもあり，㏣加は㸩
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５か͐」なといった᪨を，ࡑれࡒれⓎゝした。 

日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，各出ᖍ者からのሗ࿌の後，ྜィ２０の್

上ࡆに取り⤌ࢇでいく᪨を各出ᖍ者にびࡅたとこࢁ，≉に異ㄽを

ၐえる出ᖍ者はいなかった。 

た，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，▼ཎ記者から⢾化〇ရの㈍౯᱁引ࡲ

上ࡆの㐍ᤖ≧ἣに関するၥいྜࡀࡏࢃあったことをሗ࿌し，「್上ࡆ

はྜィ２０でうࡲくいっている」᪨ᅇ⟅するつもりであり，後，

日⤒᪂⪺には，್上ࡀࡆᾐ㏱したという᪨の記事をᥖ㍕してもらうつ

もりである᪨ㄝ᫂した。 

（査１３，１８５，１㸷２，２０６ないし２０８，２１０） 

(䜽) 平成２３年７月の日⤒記者の౫㢗及び記事のᥖ㍕ 

日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，平成２３年７月６日，▼ཎ記者の取ᮦをཷ

ࡲはྜィ２０でうࡆ同記者に対し，本件各〇ရについて，್上，ࡅ

くいっている᪨ᅇ⟅するとともに，㏣加の್上ࡆの１０，すなࡕࢃ

同年１月以㝆のྜィ２０の್上ࡀࡆᾐ㏱しているという記事を書

いてḧしい᪨を౫㢗した。 

࣓，の日⤒᪂⪺に，⢾化〇ရについてࡅの⤖ᯝ，同年７月７日付ࡑ ࣮

ࡏをᾐ㏱さࡆ当たり１０の್上࣒ࣛࢢࣟ࢟同年に１ࡀ各社࣮࢝

たのに⥆ࡁ，同年６月にもび同㢠の್上ࡆをᡴࡕ出し，㣧ᩱ࣓࣮

ࡀ決╔した᪨の記事ࡰほࡀ΅ࡆධれて，್上ࡅこれをཷࡀな࣮࢝

ᥖ㍕された。ࡲた，日⤒┦ሙも改定され，同᪂⪺にᥖ㍕された同年７

月の日⤒┦ሙは，平成２２年ᮎẚで⣙２０の上᪼となった。 

（査１８５，２１１ないし２１３） 

オ 本件各〇ရの㈍౯᱁の㏣加引上ࡆ 

１０社ではࡑれࡒれ，⢾化委員会の会ྜの出ᖍ者ཪは当ヱ出ᖍ者から

⢾化委員会の会ྜにおࡅるሗのෆᐜについてሗ࿌をཷࡅた者ࡀ

୰ᚰとなり，㐜くとも平成２３年６月２㸷日ࡲでに，同年１月以㝆に１

ることとした本件各〇ရの㈍౯᱁ࡆ上ࡁ当たり１０引࣒ࣛࢢࣟ࢟

を᭦に引ࡁ上ࡆ，引上ࡆ㢠をྜィ１５ないし２０とした上，㈍౯

᱁の引上ࡆ΅を⥅⥆することを決定し，㟂せ者に対し，本件各〇ရの

㈍౯᱁の引上ࡆを申しධれるな，同年７月以㝆も㈍౯᱁の引上ࡆ

΅を⥅⥆した（別紙４ཧ↷）。（査１０８，１８８，２０６，２１４
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ないし２２４） 

決めに係る⣧ᯝ⢾についても，の≉定異ᛶࣥࣕࢪ，た，被審人はࡲ

化⢾と同ᵝに，㈍౯᱁の引上ࡆを申しධれた。（査１４㸷，２８㸷） 

 ➼平成２３年７月以㝆の１０社間のሗ ࢝

(䜰) 平成２３年７月の⢾化委員会 

平成２３年７月の⢾化委員会において，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，前

記࢚�㺖�の記事を⤂した。 

΅の㐍ᤖ≧ἣに関し，多くࡆの後，本件各〇ရの㈍౯᱁引上ࡑ

の出ᖍ者から，「１次，２次ྜィで，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たりおおよ１ࡑ

５の್上ࡆを㐩成しているࡀ，ṧり５のࣝࢻ࣮ࣁは㧗い」᪨のⓎ

ゝࡀされたほか，「２次್上ࡆについては，್置をぢなࡀら取引ඛ

ࣟ࢟のྜィで１ࡆ２次್上，ࡆとに対ᛂしている」᪨，「１次್上ࡈ

さないつもりである」᪨のⓎࢁのは㝆ࡆ当たり２０の್上࣒ࣛࢢ

ゝࡀなされるなした。 

日本㣗ရ化ᕤの㤳藤は，これらのሗ࿌をཷࡅて，್上ࡀࡆおおࡡࡴ

ᾐ㏱したという日⤒᪂⪺の記事も出たので２０を大事にしていこ

うという㊃᪨のⓎゝをした。これに対し，被審人のすཎもྵめ，≉に

異ㄽをၐえる出ᖍ者はいなかった。 

（査１３，１８５，１㸷２，２１３，２２７ないし２２㸷） 

(䜲) 平成２３年８月の⢾化委員会 

平成２３年８月の⢾化委員会では，多くの出ᖍ者から，「１次್上

１５の್上ࡑ当たりおおよ࣒ࣛࢢࣟ࢟のྜィで１ࡆと２次್上ࡆ

は，್置にࡆなされたほか，「２次್上ࡀを㐩成した」᪨のⓎゝࡆ

もよる࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ当たり５ないし１０್上ࡆしていく᪉ྥ

で΅している」᪨，「一部್置のᝏい取引ඛについては，１次್

上２，ࡆ次್上ࡆでྜィ２０の್上ࡆを行った」᪨，「１次，２次

ྜィで１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１５の್上ࡆを行った࣒ࣛࢢࣟ࢟１，ࡀ

当たりྜィ２０の್上ࡆにྥࡅて΅୰である」᪨のⓎゝࡀなされ

るなした。（査１３，２０６，２１３，２３１，２３２） 

(䜴) 平成２３年㸷月の⢾化委員会 

平成２３年㸷月の⢾化委員会では，各出ᖍ者から，前月の⢾化委員

会に引ࡁ⥆ࡁ，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆ΅の㐍ᤖ≧ἣに関す
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るⓎゝࡀなされた。（査２０６，２３１） 

(䜶) 平成２３年１０月の⢾化委員会 

平成２３年１０月の⢾化委員会でも，各出ᖍ者から，前月の⢾化委

員会に引ࡁ⥆ࡁ，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆ΅の㐍ᤖ≧ἣに関

するⓎゝࡀなされた。（査１３，２２７） 

ሙ┦ࢦ࢝ࢩこしのࢁた，ᕤᴗ会の୰㔝は，同年㸷月㡭からとうもࡲ

て，▼ཎ記者から⢾化〇ရの㈍౯᱁引下ࡅ下ⴠしጞめたことをཷࡀ

 のྍ⬟ᛶを↷会された᪨ሗ࿌した。（査２３０，２３３，２３４）ࡆ

(䜸) 平成２３年１１月の⢾化委員会 

平成２３年１１月の⢾化委員会では，本件各〇ရの㈍౯᱁に関し，

」数の出ᖍ者から，とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙࡀ下ⴠしたことに伴い，

㟂せ者から㈍౯᱁の引下ࡆを求められているとのሗ࿌ࡀあった。こ

のⅬについて，大ᡭ㟂せ者のうࡕ౯᱁決定᪉式を࣮ࣝࣝ決めとしてい

る㟂せ者との౯᱁΅ࢃ⤊ࡀった後で᳨ウすࡔࡁとのⓎゝࡀあっ

たとこࢁ，これに異をၐえる出ᖍ者はいなかった。（査１３，２３１，

２３５） 

(䜹) 平成２３年１２月の⢾化委員会 

平成２３年１２月の⢾化委員会では，本件各〇ရの㈍౯᱁に関し，

出ᖍ者から，前月の⢾化委員会に引ࡁ⥆ࡁ，とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦

ሙࡀ下ⴠしたことに伴い，㟂せ者から㈍౯᱁の引下ࡆを求められて

いるとのሗ࿌ࡀあった。ࡲた，ᕤᴗ会の୰㔝は，とうもࢁこしの࢝ࢩ

に関する▼ཎ記者からの取ᮦࡆሙの下ⴠに伴う⢾化〇ရの್下┦ࢦ

せ請の対ᛂについて，改めて⢾化委員会として正式に᳨ウするᚲせ

でࡲある᪨ሗ࿌した。これらのⅬについて，出ᖍ者の୰には，３月ࡀ

は㟂せ者からの㈍౯᱁の引下ࡆせ求にᛂࡌない᪉ࡀよいなとⓎ

ゝする者もいたࡀ，≉ẁ異議をၐえる出ᖍ者はいなかった。（査１３，

２３０，２３１，２３６） 

(䜻) 平成２４年１月の⢾化委員会 

平成２４年１月の⢾化委員会では，本件各〇ရの㈍౯᱁に関し，

前月の⢾化委員会に引ࡁ⥆ࡁ，▼ཎ記者からの取ᮦせ請の対ᛂにつ

いて༠議ࡀなされた。ࡑの⤖ᯝ，▼ཎ記者に対して，同年３月ࡲでは

౯᱁をᤣえ置くとᅇ⟅することとなった。（査２３０，２３１） 
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 ➼⢾化委員会の会ྜ以እでの１０社間のሗ ࢟

１０社は，⢾化委員会の会ྜのሙ以እでも，ධれྜいඛのႠᴗᢸ当者

同士で㠃ㄯをしたり，㟁ヰࡸ㟁子࣓࣮ࣝで㐃⤡を取りྜうなして，本

件各್上ࡆに係る΅の㐍ᤖ≧ἣ➼についてሗを行い，ࡑの⤖ᯝ

を㋃ࡲえて，㟂せ者に್上ࡆを申しධれるᮇを決めたり，申しධれる

引上ࡆ㢠につࡁ社と㊊並ࡳをࢁࡑえるなして，㟂せ者との΅を

行った。 

被審人においても，大㜰ᨭᗑ長である被審人の௰山ࡀ，平成２３年２

月㸷日に，日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ，日本㣗ရ化ᕤ，三和⃦⢊ᕤᴗ及び日本

⃦⢊ᕤᴗのႠᴗᢸ当者とともに，大㜰ᕷにᡤᅾする㣧㣗ᗑにおいて会ྜ

を㛤ദし，本件当ึ್上ࡆの実施≧ἣ➼についてሗを行ったり，

の㐍ᤖ≧ἣにつࡆ株式会社➼の㟂せ者に対する್上ࢫ࣮ࢯࢡࢵࢻࣝࣈ

いて，被審人のすཎ，同௰山及び被審人のႠᴗ部部長代理である㕥置㧗

ྖ（以下「被審人の㕥置」という。）らࡀ，のධれྜいඛのႠᴗᢸ当

者らとሗを行いつつ，㟂せ者と本件各್上ࡆの΅を行うなし

た。 

（査２２，２３，３４，１２８，２３７ないし２７７） 

での⢾化委員会にࡲ被審人は，平成２２年１０月から平成２３年６月 ���

おいて，同ᴗ社同士でṌ調をྜࡏࢃて್上ࡆをする᪨のⓎゝࡀなされ

たことはなく，ࡲた，⢾化〇ရのᴗ⏺は➇த⃭ࡀしく，⢾化委員会の会

ྜの出ᖍ者ࡀṌ調をྜࡏࢃることのでࡁる≧ἣにはなかったものであ

り，各出ᖍ者は，社のⓎゝࡀᚲずしも┿ពであるとはཷࡅ止めておら

ず，㥑ࡅ引ࡁの一⎔とも理ゎしていたと主ᙇし（前記第５の１⑵，第

５の２⑵），被審人のすཎ及びᕤᴗ会の୰㔝のཧ⪃人審ᑜにおࡅる各

陳述（同人らの各陳述書ࠝ審１，４ࠞをྵࡴ。）並びに被審人代理人స

成の日本㣗ရ化ᕤの㤳藤との㠃ㄯ⤖ᯝをࡲとめたとするሗ࿌書（審５）

及び日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓの陳述書（審６）୰には，同主ᙇにἢう部ศࡀ

ある。 

しかしなࡀら，平成２２年１０月から平成２４年１月ࡲでの⢾化委員

会に出ᖍした日本㣗ရ化ᕤの㤳藤及び同㟷ᮌ，日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥのᮾ

及び同బ藤，日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓ及び同⮻，࢚ࣥࢧ⢾化のᯇ下，三

和⃦⢊ᕤᴗの㰺部及び同⡿田，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝村並びに⩌栄化
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学ᕤᴗのᒸ本及び同ሯ㉺（以下「日本㣗ရ化ᕤの㤳藤ら」という。）は，

審査官に対し，上記⢾化委員会において１０社間で本件各〇ရの㈍౯

᱁の್上ࡆの᪉㔪及び್上ࡆの㐍ᤖ≧ἣ➼に関するሗࡸ，日⤒対

⟇に関する༠議ࡀ行ࢃれ，これらのሗࡸ日⤒対⟇の⤖ᯝ➼を㋃ࡲえて，

⢾化委員会の会ྜの出ᖍ者ཪは当ヱ出ᖍ者から⢾化委員会の会ྜにお

ࡅ୰ᚰとなり，⮬社におࡀた者ࡅるሗのෆᐜについてሗ࿌をཷࡅ

る本件各〇ရの್上ࡀࡆ決定された᪨を౪述し，ࡑの᪨ࡀ記㍕された౪

述調書に⨫ྡᢲ༳していることࡀ認められる（査３２，３３，３７，６

６，１００，１０１，１０３，１０４，１０５，１０６，１０８，１１

４，１１５，１２８，１２㸷，１８２，１８３，１８５，１８８，１８

㸷，１㸷６，２０１，２０２，２０６，２１３，２２１，２２７，２３

１，２７㸷）。 

日本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記各౪述は，いずれもලయ的であり，ෆᐜ

に≉ẁ⮬↛，ྜ理なⅬはなく，各⢾化委員会において１０社間でな

された本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆに関するሗ及び日⤒対⟇

に関する༠議のᴫせ，並びに本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆに当たり日

⤒対⟇を行う理由（前記օཧ↷）➼の主せなⅬにおいて，┦に一⮴

する。 

た，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記各౪述は，以下のձないしյの事ࡲ

実関係及び証拠ともよく➢ྜする。 

ձ 日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓ，同⮻及び同田୰は，⢾化委員会の⤖ᯝを⮬

社の役員➼にሗ࿌するために，同委員会の㛤ദ日当日ཪはࡑの数日後

に࣓ࣔをస成していた。同࣓ࣔには，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆ

に関する各出ᖍ者のⓎゝෆᐜのせ᪨ࡀලయ的に記㍕されており，一部

の࣓ࣔではⓎゝ者も≉定されている。（査㸷１ないし㸷５，㸷７，１

７㸷，１８０，１８６，１８７，１㸷０，１㸷１，１㸷３，１㸷４，

１㸷７，１㸷８，２０７，２０８，２２８，２２㸷，２３２，２３５，

２３６） 

ղ 日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥのబ藤は，⢾化委員会の各出ᖍ者のⓎゝ➼を基

に，同ᴗ社の್上ࡆ≧ἣに関する࣓ࣔをస成し，同社の代表取締役

にሗ࿌していた。同࣓ࣔには，同ᴗ社ࡀ行う್上ࡆの金㢠ࡸᮇࡀ

ලయ的に記㍕されていた。（査１㸷㸷） 
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ճ ⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの㔝村は，⢾化〇ရのႠᴗᢸ当役員らࡀ出ᖍす

る⮬社の㈍ᡓ␎会議において，ᴗ⏺ሗ࿌として，⢾化委員会におࡅ

る社のⓎゝෆᐜ及び日⤒対⟇に関する༠議ෆᐜについてㄝ᫂して

いた。（査㸷８，１０２，１７６，１８１，１㸷５，２００，２１０） 

մ 日⤒記者との᠓ㄯ会ࡀ㛤ദされたのは，⢾化委員会で༠議したとお

りのᮇであり，⢾化委員会のᖿ事会社の者ࡀ出ᖍした。同᠓ㄯ会の

出ᖍ者は，日⤒記者に対し，⮬社の್上ࡆ᪉㔪及び್上ࡆ΅の㐍ᤖ

≧ἣ➼に関して，同人ࡀ⢾化委員会においてⓎゝしたෆᐜと同ᵝのㄝ

᫂をした。（前記օ�㺐�，�㺑�，࢚�㺐�，�㺓�ないし�㺖�ཧ↷） 

յ １０社におࡅる本件各್上ࡆのෆᐜは，⢾化委員会におࡅる各社か

らの出ᖍ者のⓎゝෆᐜとおおࡡࡴ一⮴していた。 

さらに，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤らࡀ，前記౪述により⮬㌟及び⮬㌟のᡤ

ᒓするᴗの独占禁止法㐪行Ⅽの関ࡀ認定され，ࡑれに伴う法的，

社会的㈐௵の㈇ᢸを課されるおࡑれࡀあるにもかかࢃらず，あえてഇ

の౪述をしたことをうかࡏࢃࡀる事は≉ẁぢཷࡅられない。 

以上のⅬを⥲ྜ的に⪃៖すると，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記各౪述

のಙ用ᛶは㧗いというࡁであり，同౪述にするෆᐜの被審人すཎら

の前記陳述を᥇用することはでࡁず，ほかに前記օの認定をそすに㊊り

る証拠はない。 

日本⃦⢊ᕤࡸ被審人は，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記౪述調書のෆᐜ 

ᴗの本ᆓらࡀస成した前記࣓ࣔ，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥの前記㈍ᡓ␎会

議の議事録➼（以下「日本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記౪述調書➼」という。）

には審査官の主ᙇと▩┪する部ศࡸ┦に▩┪する部ศࡀあることな

のලయ例として，ձ日本⃦ࡑ，の証拠౯್はపい᪨を主ᙇしࡑ，から

⢊ᕤᴗの本ᆓࡀస成した平成２２年１０月の⢾化委員会の࣓ࣔ（査㸷１。

以下「本ᆓ࣓ࣔ」という。）に，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥほか２社の出ᖍ者

当たり５から࣒ࣛࢢࣟ࢟各社において本件各〇ရの㈍౯᱁の１，ࡀ

１０の引上ࡆを取引ඛに対してࢼウࣥࢫしている᪨Ⓨゝしたと記

㍕されており，本ᆓの౪述調書（査３７。以下「本ᆓ調書」という。）

にも同ᵝの記㍕ࡀあるࡀ，同記㍕は，ᑡなくとも平成２２年１０月の⢾

化委員会のⅬでは１０社において本件各〇ရの㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆ

る᪨の決定ࡀなされていないことを前提とする審査官の主ᙇと▩┪す
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ること，ղ本ᆓ調書には，平成２２年１０月にጞࡲった大ᡭ࣮ࣘྥ࣮ࢨ

の２ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ被審人と日本，ࡀ΅の⩣年の取引条件を決めるࡅ

社ࡀ᥇⟬を↓どしたような౯᱁を提♧して⩣年の࢙ࢩを取りにࡁて

おり，ཝしい≧ἣにあった᪨の記㍕ࡀあるとこࢁ，同記㍕は，本ᆓ࣓ࣔ

に「౯᱁対ᛂについてはࠊ社್ࡀ上ࡀᚲせとのことで一⮴」と記㍕さ

れていることと▩┪すること➼をᣲࡆる。 

しかしなࡀら，本ᆓ調書によれࡤ，日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓは，本ᆓ࣓ࣔ

୰の上記ձの記㍕について，「ࢼウࣥࢫとは，取引ඛに対し，ཎᩱ౯

᱁ࡀ㧗㦐している≧ἣにあるため，５から１０の್上ࡀࡆᑗ᮶ᚲせ

であるということをㄝ᫂するものです。」と述ていることࡀ認められ

る。したࡀって，被審人ࡀ上記ձにおいて指する本ᆓ࣓ࣔ及び本ᆓ調

書୰の記㍕は，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥほか２社ࡀ取引ඛに対して正式に್

上ࡆの申ධれをした事実を表⌧したものとは認められない。なお，௬に，

平成２２年１０月の⢾化委員会よりも前のⅬで，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ

ほか２社ࡀ，独⮬の判断として本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆを決定し，

一部の取引ඛに対して್上ࡆの申ධれをしていたとしても，これらの会

社において，್上ࡆをしない➇த者に㢳ᐈをዣࢃれるྍ⬟ᛶをᅇ㑊し，

್上ࡆ΅をᨭ㞀なく㐍めることࡀでࡁるようにするためなに，ࡑの

後の⢾化委員会の会ྜ➼において，➇த者との間で，本件各〇ရの㈍

౯᱁の引上ࡆに関するሗࡸ同್上ࡆのための日⤒対⟇に関する

༠議を行い，同್上ࡆに関するඹ㏻のពᛮをᙧ成する実┈は༑ศにある

といえる。したࡀって，௬に，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥほか２社ࡀ平成２２

年１０月の⢾化委員会よりも前のⅬで正式に್上ࡆの申ධれをして

いた事実ࡀあったとしても，同事実は，平成２２年１２月２８日ࡲでに

本件各当ึྜពࡀ成立したとする審査官の主ᙇと▩┪するものではな

い。 

も本件各〇ရのようࡑもࡑ，上記ղで指する記㍕はࡀた，被審人ࡲ

なࣥࣕࢪ決めによる౯᱁決定᪉式を᥇る取引ඛに関するものではなく，

年間の取引౯᱁を前年の１０月から年ᮎにかࡅて΅する大ᡭ࣮ࣘ

との౯᱁΅に関するものであると認められる（査３７，㸷２，㸷࣮ࢨ

３，㸷７，２７㸷）。᪉，本ᆓ調書によれࡤ，日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓは，

本ᆓ࣓ࣔ୰の「社್ࡀ上ࡀᚲせとのことで一⮴」との記㍕はࣥࣕࢪ決
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めによる౯᱁決定᪉式を᥇る取引ඛに関するものであると述ている

ことࡀ認められる。したࡀって，被審人ࡀ上記ղにおいて指する本ᆓ

調書୰の記㍕は，本ᆓ࣓ࣔ୰の記㍕と▩┪するものではない。 

被審人は，上記ձ及びղのほかにも，日本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記౪

述調書➼に┦に▩┪する部ศࡀあると⦷ࠎ主ᙇするࡀ，いずれも，日

本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記౪述調書➼をయ的に᳨ウすれࡤ，▩┪とは

いえないものであるか，ல⣽な㣗い㐪いにすࡂないものであるから，日

本㣗ရ化ᕤの㤳藤らの前記౪述調書➼のಙ用ᛶをῶẅさࡏる事とは

ならない。 

のᣑ大⥔ᣢと┈ቑ㐍を࢙ࢩ被審人は，同社は୰長ᮇ的などⅬで ���

ᅗっていたものであり，社とṌ調をྜࡏࢃることは同᪉㔪にする，

た，同社は⢾化委員会の会ྜのሙでの社のⓎゝをಙ用に್するものࡲ

とは⪃えていなかったものであり，当Ⴀᴗ本部長であった被審人の㚝

及び同㈆⏨は，⢾化委員会の会ྜでヰしྜࢃれたෆᐜについて被審人

のすཎ➼からఱらሗ࿌をཷࡅていない，本件当ึ್上ࡆは被審人の㚝

平成２３年２月１６日に独⮬の判断により決定したものであり，本件ࡀ

㏣加್上ࡆは被審人の㈆⏨ࡀ同年５月１２日㡭に独⮬の判断により決

定したものであるとも主ᙇし（前記第５の１⑵ウないしオ），被審人の

㚝及び同すཎのཧ⪃人審ᑜにおࡅる各陳述（同人らの陳述書ࠝ審３，

４ࠞをྵࡴ。以下同ࡌ。）並びに被審人の㈆⏨の陳述書（審２）୰には

同主ᙇにἢう部ศࡀある。 

しかしなࡀら，⢾化委員会に㸷社から出ᖍした者の大༙は，審査官に

対し，同委員会において１０社間で本件各〇ရの㈍౯᱁の್上ࡆの᪉

㔪及び್上ࡆの㐍ᤖ≧ἣ➼に関するሗࡸ，日⤒対⟇に関する༠議

ࡸの⤖ᯝを⮬社のႠᴗᢸ当役員➼にሗ࿌し，これらのሗࡑ，れࢃ行ࡀ

日⤒対⟇の⤖ᯝ➼を㋃ࡲえて，⮬社におࡅる本件各〇ရの್上ࡀࡆ決定

された᪨を౪述していること，これらの౪述ࡀಙ用でࡁるものであるこ

とについては，前記⑵のとおりである。 

このようなព⩏を᭷する⢾化委員会でのሗ及び༠議のෆᐜを，

出ᖍ者の୰で被審人のすཎら被審人からの出ᖍ者のࡀࡳ，⮬社に対して

くሗ࿌しなかったというのは，⮬↛，ྜ理であるឤを禁ࡌᚓない。 

た，被審人の㚝らの上記陳述は，ձ被審人のすཎの前௵のᮾிᨭࡲ
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ᗑ長であったす敏は，⮬らࡀ⢾化委員会の会ྜに出ᖍした㝿には，ࡑの

会ྜにおࡅるሗのෆᐜをႠᴗ本部長にሗ࿌しており，ࡑの᪨を後

௵である被審人のすཎに引ࡁ⥅いࡔ᪨౪述していること（査１６３），

ղ被審人のすཎࡀ平成２３年３月２８日に被審人のႠᴗ会議において

ሗ࿌した同ᴗ社の౯᱁改定の≧ἣ（査２２６）は，同年２月の⢾化委

員会におࡅる出ᖍ者のⓎゝෆᐜ（前記օ࢚�㺐�ཧ↷）にἢう部ศࡀある

こと，ճ日本⃦⢊ᕤᴗの田୰は，被審人の௰山から，平成２３年１月上

᪪㡭に，被審人では，被審人のすཎࡀ⢾化委員会でヰ㢟になった್上ࡆ

に関する᪉ྥᛶを社ෆにࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇした上で，被審人のすཎないし

本社から್上ࡆの指♧ࡀ᮶ないと，大㜰ᨭᗑの判断で独⮬に್上ࡆάື

を行うことはでࡁないと⪺ࡑ，ࡁの᪨を⮬ᕫのᡭᖒに࣓ࣔした᪨౪述し

ていること（査２８７），մ被審人のすཎら被審人のႠᴗᢸ当者は，本

件各್上ࡆの実施に当たり，のධれྜいඛである㸷社のႠᴗᢸ当者ら

とሗを行いつつ，㟂せ者と本件各್上ࡆの΅を行っており，

社からධᡭしたሗであっても，ࡑれをά用していること（前記օ࢟），

なの事実関係及び証拠とも整ྜしない。 

さらに，被審人において，平成２３年２月１６日以前から㟂せ者に対

して本件各〇ရの್上ࡆの申ධれをしていたことについては，前記օウ

のとおりである。 

したࡀって，前記օの認定にする被審人の㚝らの上記陳述を᥇用

することはでࡁない。ࡴしࢁ，上記事に㚷ࡳれࡤ，被審人のすཎは，

被審人の㚝及び同㈆⏨に対し，⢾化委員会でのሗࡸ༠議のෆᐜ

をሗ࿌していたと᥎認するのࡀ┦当であり，にこれをそすに㊊りる証

拠はない。 

てࡅにྥࡆ文書は，㏆いᑗ᮶ணされる್上ࡅ被審人は，２月㸷日付 

の下‽備のためのᡴデをしたものにすࡂず，平成２３年２月１６日以前

に被審人の一部の取引ඛに対してなされた本件各〇ရの್上ࡆの申ධ

れは，᥇⟬の取れていない取引ඛࡸ，被審人್ࡀ上ࡆをすることを前提

にしたၥいྜࡏࢃをしてࡁた取引ඛ➼に対してなされたものであって，

これらの行Ⅽはいずれも，Ⴀᴗᢸ当者ࡸᨭᗑࡀ，㈍౯᱁決定ᶒ㝈を᭷

するႠᴗ本部長に┦ㄯないしゎをᚓることなく独断で行ったもので

あり，被審人としての್上ࡆの申ධれではない᪨主ᙇし（前記第５の１
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る各陳述並びに被ࡅ被審人の㚝及び同すཎのཧ⪃人審ᑜにお，（࢝⑵

審人の㕥置，同௰山及び同並ᮌの各陳述書（審１２の２，１３の２，１

４の２）୰には，同主ᙇにἢう部ศࡀある。 

しかしなࡀら，被審人の㚝らの上記陳述は，これを付ࡅるに㊊り

るᐈほ的な証拠ࡀᏑᅾしない上，ձ２月㸷日付ࡅ文書は，ࡑの表㢟，స

成ྡ⩏人及び記㍕ෆᐜ➼のయからすると，一⯡的には，正式かつලయ

的な್上ࡆの申ධれ文書と認㆑されるものであり，同文書を㏦付した取

引ඛの数も，ᑡないものではないこと（査１１７，審㸷），ղ被審人の

大㜰ᨭᗑࡀ，株式会社日本ࢫࢭࢡ㏆␥ᨭ社に対して２月㸷日付ࡅ文書

を㏦ಙした㝿の㟁子࣓࣮ࣝの本文には，一部の㟂せ者については被審人

の本社において┤᥋㟂せ者と΅する᪨ࡀ記㍕されていること（審㸷），

ճ２月㸷日付ࡅ文書に記㍕された್上ࡆの対㇟となる〇ရ，್上ࡆの実

施ᮇ及び್上ࡆᖜは，いずれも，被審人ࡀ平成２３年２月１６日に決

定されたと主ᙇする被審人におࡅる本件当ึ್上ࡆのෆᐜと一⮴する

こと，մ２月㸷日付ࡅ文書の㏦付ඛをྵࡴ，同月１６日以前に被審人か

ら本件各〇ရの್上ࡆの申しධれをཷࡅた㟂せ者及びၟ社の数は，┦当

数に及ࢇでいること（前記（օウ），յ前記մの㟂せ者の୰には，್上

の㧗㦐➼を理由に（ሙ┦ࢦ࢝ࢩこしのࢁとうも）の申ධれはཎᩱ౯᱁ࡆ

被審人から行ࢃれたものである᪨を౪述する者ࡀ」数Ꮡᅾするほか（査

２２，２４，２㸷，１３３），㟂せ者の一部ࡀస成したᴗົ日ሗ➼にも，

被審人から同ᵝの理由により್上ࡆの申ධれࡀされた᪨ࡀ記㍕されて

いること（査１７１，１７２），ն前記յの౪述者は，いずれも被審人

の取引ඛであり，被審人を㝗れるなするためにṦ᭦ഇの౪述をした

ことをうかࡏࢃࡀる事は≉ẁぢཷࡅられないこと➼の事実関係に↷

らしても，にࢃかにಙ用でࡁないといࡊࢃるをᚓず，これらの陳述を᥇

用することはでࡁない。 

２ தⅬ１（１０社は，本件当ึ್上ࡆに当たり，本件各〇ရの㈍౯᱁を引

 る᪨をྜពしたか）についてࡆ上ࡁ

��� 独占禁止法第３条において禁止されている「当な取引ไ㝈」，すなࢃ

の事ᴗ者とඹ同して対౯を決定し，⥔ᣢし，ⱝし࣭࣭࣭，ࡀ事ᴗ者」ࡕ

くは引ࡁ上ࡆ，ཪは࣭࣭࣭取引の┦ᡭ᪉をไ㝈する➼┦にࡑの事ᴗάື

をᣊ᮰し，ཪは㐙行することにより，公ඹの┈にして，一定の取引ศ
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㔝におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈すること」（同法第２条第６項）にいう「ඹ

同して」にヱ当するというためには，」数の事ᴗ者ࡀ対౯を引ࡁ上ࡆるに

当たって，┦の間に「ពᛮの㐃⤡」ࡀあったと認められることࡀᚲせで

あるとゎされるࡀ，ここにいう「ពᛮの㐃⤡」とは，」数事ᴗ者間で┦

に同ෆᐜཪは同✀の対౯の引上ࡆを実施することを認㆑ないしண し，こ

れとṌ調をࢁࡑえるពᛮࡀあることをពする。ࡲた，ࡑの判断に当たっ

ては，対౯引上ࡀࡆなされるに⮳った前後のㅖ事を຺案して，事ᴗ者の

認㆑及びពᛮࡀのようなものであったかを᳨ウし，事ᴗ者┦間にඹ同

の認㆑，認ᐜࡀあるかうかを判断すࡁである。（ᮾி㧗➼判ᡤ平成

７年㸷月２５日判決࣭公正取引委員会審決㞟４２ᕳ３㸷３頁ࠝᮾⰪ࣑࢝ࢣ

ࣝ株式会社による審決取ᾘ請求事件ࠞ） 

本件当ึ್上ࡆの前後の事をࡳると，前記認定の事実関係によれࡤ，

次のとおりである。 

ձ １０社は，とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙの㧗㦐を⫼ᬒに，平成２２年１

０月，同年１１月及び同年１２月の⢾化委員会において，本件各〇ရの

㈍౯᱁を年᫂ࡅから１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０引ࡁ上ࡆること➼に

関するሗࡸ，当ヱ್上ࡆのための日⤒対⟇に関する༠議を行った。 

ղ 同年１１月の⢾化委員会での༠議⤖ᯝを㋃ࡲえて日⤒記者との᠓ㄯ

会ࡀ行ࢃれ，同年１２月２２日付ࡅの日⤒᪂⪺に，⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ

ほか２社ࡀ⢾化〇ရの㈍౯᱁を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０್上ࡆす

る᪨の記事ࡀᥖ㍕された。 

ճ １０社ではࡑれࡒれ，平成２３年１月下᪪ࡲでには，⢾化委員会の会

ྜの出ᖍ者ཪは当ヱ出ᖍ者から⢾化委員会の会ྜにおࡅるሗの

ෆᐜについてሗ࿌をཷࡅた者ࡀ୰ᚰとなり，本件各〇ရの㈍౯᱁を１

る᪨を決定し，平成２３年１月から同ࡆ上ࡁ当たり１０引࣒ࣛࢢࣟ࢟

年２月にかࡅて，ࡑの᪨を㟂せ者ၟࡸ社に申しධれた。 

մ 同年１月以㝆の⢾化委員会において，出ᖍ者の間で，本件各〇ရの㈍

౯᱁引上ࡆの΅の㐍ᤖ≧ἣについてሗࡀ行ࢃれた。 

յ ⢾化委員会のሙ以እでも，１０社の間では，ಶ別の㟂せ者に対する㈍

౯᱁引上ࡆの΅のᮇ，㈍౯᱁引上ࡆᖜ及び΅の㐍ᤖ≧ἣ➼に

ついて，のධれྜいඛと㐃⤡を取りྜって㊊並ࡳをࢁࡑえるなして

いた。 
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᪉で，被審人におࡅる本件当ึ್上ࡀࡆ㸷社の行ືと↓関係に独⮬の

判断によって行ࢃれたことをうかࡏࢃࡀる事はない。 

これらの事に㚷ࡳると，㐜くとも平成２２年１２月の⢾化委員会ࡀ㛤

ദされた同月２８日ࡲでには，１０社は┦に，本件各〇ရの㈍౯᱁を

ることを認㆑ないしண し，これとṌࡆ上ࡁ当たり１０引࣒ࣛࢢࣟ࢟１

調をࢁࡑえるពᛮを᭷していたものであり，もって上記「ពᛮの㐃⤡」に

当たる本件各当ึྜពࡀᏑᅾしたものと認められる（なお，本件各当ึྜ

ពの対㇟に⣧ᯝ⢾もྵࡲれることについては，後述する。）。 

��� 被審人は，三和⃦⢊ᕤᴗࡀ平成２２年１０月に本件各〇ရの౯᱁を１࢟

したことを⪺いたとの日本⃦⢊ᕤᴗの本ᆓのࡆ当たり２್上࣒ࣛࢢࣟ

౪述調書（査１８２）୰の記㍕ࡸ，本件当ึ್上ࡆに当たり取引ඛࡈとに

ᚲせな್上ࡆᖜを᳨ウしていたとの࢚ࣥࢧ⢾化の➉ෆの౪述調書（査１

２７）୰の記㍕を᰿拠に，１０社ࡀ同一ཪはこれに‽ずる行ືに出たとは

いえないと主ᙇする（前記第５の１⑵࢟）。 

しかしなࡀら，本件当ึ್上ࡆに当たり，三和⃦⢊ᕤᴗをྵ１０ࡴ社ࡀ，

ほࡰ同一のᮇに同㢠の್上ࡆを求めたものと認められることについて

は，前記第３の５のとおりである。ࡲた，１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１０の್

上ࡆという目ᶆをᥖࡆなࡀらも，ಶ別の㟂せ者に対するලయ的な್上ࡆ

΅において，当ヱ㟂せ者の್置ࡸ㟂せ者とのຊ関係➼により，ಶ別の対

ᛂを᳨ウすることࡀあるのは当↛であるため，ての㟂せ者に対して本件

各当ึྜពおりの౯᱁引上ࡆの申ධれを行ࢃなࡅれࡤ当ヱྜពࡀᏑᅾ

しなかったということには，ᚲずしもならない。 

したࡀって，௬に，１０社の୰に，ಶ別の㟂せ者との間におࡅるලయ的

な್上ࡆ΅において，本件当ึ್上ࡆと異なる対ᛂをする者ࡀいたとし

ても，ࡑのことは，本件各当ึྜពࡀᏑᅾしたとの前記認定をそすに㊊り

るものではなく，被審人の上記主ᙇには理由ࡀない。 

３ தⅬ２（１０社は，本件㏣加್上ࡆに当たり，本件各〇ရの㈍౯᱁を᭦

に引ࡁ上ࡆる᪨をྜពしたか）について 

��� 当な取引ไ㝈について定⩏する独占禁止法第２条第６項にいう「ඹ同

して」にヱ当するためには，」数の事ᴗ者ࡀ対౯を引ࡁ上ࡆるに当たって，

┦の間に「ពᛮの㐃⤡」ࡀあったと認められることࡀᚲせであること，

なされるに⮳った前後のㅖ事を຺ࡀࡆの判断に当たっては，対౯引上ࡑ
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案して，事ᴗ者の認㆑及びពᛮࡀのようなものであったかを᳨ウするᚲ

せࡀあることについては，前記２のとおりである。 

本件㏣加್上ࡆの前後の事をࡳると，前記認定の事実関係によれࡤ，

以下のとおりである。 

ձ １０社は，とうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙࡀ平成２３年１月以㝆も㧗㦐を

での各⢾化委員会においࡲたことを⫼ᬒに，同年１月から同年６月ࡅ⥆

て，本件各当ึ್上ࡆによる本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡆ㢠を１ࣟ࢟

に関するሗ当たり１５ないし２０とಟ正することな࣒ࣛࢢ

ࡸ，当ヱ್上ࡆのための日⤒対⟇に関する༠議を行った。 

ղ 平成２３年２月及び同年５月の⢾化委員会での༠議⤖ᯝを㋃ࡲえて，

日⤒記者との᠓ㄯ会ࡀ行ࢃれ，同年６月２日付ࡅの日⤒᪂⪺に，日本㣗

ရ加ᕤ➼の⢾化࣓࣮ࡀ࣮࢝異ᛶ化⢾の㈍౯᱁を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり

１０್上ࡆする，್上ࡀࡆᾐ㏱すれࡤ年ᮎにẚ２０の上᪼とな

る᪨の記事ࡀᥖ㍕された。 

ճ １０社ではࡑれࡒれ，平成２３年６月２㸷日ࡲでには，⢾化委員会の

会ྜの出ᖍ者ཪは当ヱ出ᖍ者から⢾化委員会の会ྜにおࡅるሗ

のෆᐜについてሗ࿌をཷࡅた者ࡀ୰ᚰとなり，本件各当ึ್上ࡆにより

ることとした本件各〇ရの㈍౯ࡆ上ࡁ当たり１０引࣒ࣛࢢࣟ࢟１

᱁を᭦に引ࡁ上ࡆ，引上ࡆ㢠を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１５ないし２０

とする᪨を決定し，ࡑの᪨を㟂せ者ၟࡸ社に申しධれた。 

մ 同年７月以㝆の⢾化委員会において，出ᖍ者の間で，㏣加ศをྵめた

本件各〇ရの㈍౯᱁引上ࡆの΅の㐍ᤖ≧ἣに関するሗࡸ，同

年㸷月以㝆のとうもࢁこしのࢦ࢝ࢩ┦ሙの下ⴠを㋃ࡲえた㟂せ者から

の本件各〇ရの㈍౯᱁の引下ࡆせ請に対する対ᛂの᳨ウࡀ行ࢃれた。 

յ ⢾化委員会のሙ以እでも，１０社の間では，ಶ別の㟂せ者に対する㈍

౯᱁引上ࡆの΅のᮇ，㈍౯᱁引上ࡆᖜ及び΅の㐍ᤖ≧ἣ➼に

ついて，のධれྜいඛと㐃⤡を取りྜって㊊並ࡳをࢁࡑえるなして

いた。 

᪉で，被審人におࡅる本件㏣加್上ࡀࡆ㸷社の行ືと↓関係に独⮬の

判断によって行ࢃれたことをうかࡏࢃࡀる事はない。 

これらの事に㚷ࡳると，㐜くとも平成２３年６月の⢾化委員会ࡀ㛤ദ

された同月２㸷日ࡲでには，１０社は┦に，本件当ึྜពによりྜពし
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た本件各〇ရの引上ࡆ㢠を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１５ないし２０に引

えるពᛮを᭷していࢁࡑることを認㆑ないしண し，これとṌ調をࡆ上ࡁ

たものであり，もって上記「ពᛮの㐃⤡」に当たる本件各ಟ正ྜពࡀᏑᅾ

したものと認められる（なお，本件各ಟ正ྜពの対㇟に⣧ᯝ⢾もྵࡲれる

ことについては，後述する。）。 

��� 被審人は，ၟ័⩦上，⢾化〇ရの㈍౯᱁引上ࡆの申ධれを行うሙྜの

引上ࡆ㢠は５ཪは１０のいずれかであり，本件㏣加್上ࡆに当たり，

５の್上ࡆを求めるᴗ者と１０の್上ࡆを求めるᴗ者ࡀいたことか

ら，１０社は同一ཪはこれに‽ずる行ືに出ていないと主ᙇする（前記第

５の２⑵࢚）。 

しかしなࡀら，ࡑもࡑも⢾化〇ရの㈍౯᱁引上ࡆの申ධれを行うሙྜ

の引上ࡆ㢠５ࡀཪは１０のいずれかであるというၟ័⩦のᏑᅾを認

めるに㊊りる証拠はない。ࡴしࢁ，証拠（査１５０）によれࢢࣟ࢟１，ࡤ

８といった，被審人の主ᙇするၟ័⩦と異なる㈍౯ࡸ当たり７࣒ࣛ

᱁引上ࡆの申ධれも⌧に行ࢃれていたことࡀ認められる。 

後に，㟂せ者に対し，本件ࡆた，ձ１０社はいずれも，本件当ึ್上ࡲ

当ึ್上ࡆとేࡏて本件各⢾化〇ရの㈍౯᱁を１࣒ࣛࢢࣟ࢟当たり１

５ないし２０引ࡁ上ࡆることを申しධれ，ࡑの΅を⥅⥆したこと，

ղ１０社は，いずれも，本件㏣加್上ࡆに当たり，㏣加の引上ࡆ㢠を１࢟

とする申ධれ（て同２０ࡏとేࡆ本件当ึ್上）当たり１０࣒ࣛࢢࣟ

文書をస成し，これを㟂せ者に対して㏦付していることについては，前記

認定（第３の５。なお，別紙４ཧ↷。）のとおりである。 

したࡀって，本件㏣加್上ࡆに当たり，１０社ࡀ同一ཪはこれに‽ずる

行ືに出たといえることは᫂らかであり，被審人の主ᙇには理由ࡀない。 

４ தⅬ３（தⅬ１及びதⅬ２に係るྜពの対㇟に⣧ᯝ⢾はྵࡲれるか）につ

いて 

「異ᛶ化⢾」を別紙１のとおり定⩏するሙྜ，⣧ᯝ⢾も「異ᛶ化⢾」にྵ

決めにࣥࣕࢪ，ってࡀない。したࡀれることについては，当事者間にதいࡲ

よって౯᱁を決める条件で取引する㟂せ者ྥࡅに㈍される⣧ᯝ⢾は，≉定

異ᛶ化⢾にヱ当する。 

こࢁなされた⫼ᬒには，⢾化〇ရのཎᩱ౯᱁（とうもࡀた，本件各ྜពࡲ

しのࢦ࢝ࢩ┦ሙ）の㧗㦐により್上ࡆのᚲせࡌ⏕ࡀたという事ࡀあるとこ
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⢾化委員会の会ࡀるものであり，１０社ࡲ同事は，⣧ᯝ⢾にも当ては，ࢁ

ྜのሙ➼において≉定異ᛶ化⢾の㈍౯᱁の引上ࡆに関するሗࡸ日

⤒対⟇に関する༠議を行った㝿にも（前記１օ࢚，），್上ࡆの対㇟から

⣧ᯝ⢾ࡀ除እされていたことをうかࡏࢃࡀる証拠はなく，実㝿，被審人は，

決めに係る⣧ᯝ⢾についても，の≉定異ᛶ化⢾と同ᵝに，≉定異ᛶࣥࣕࢪ

化⢾に係る当ึྜព及びಟ正ྜពのෆᐜに༶した㈍౯᱁の引上ࡆを申し

ධれている（前記１օウ，オ）。 

これに加えて，ձ◁⢾及びでࢇ⢊の౯᱁調整に関する法律は，異ᛶ化⢾に

ついて別紙１と同᪨の定⩏をしており（同法第２条第４項），ᾮ⢾か⤖晶か

というᛶ≧はၥࢃれていないこと，ղ⣧ᯝ⢾と異ᛶ化ᾮ⢾は多くの用㏵にお

いてඹ㏻し（査２㸷２），㟂せ者においても，⣧ᯝ⢾をỈに⁐かして異ᛶ化

ᾮ⢾の代᭰ရを〇㐀することྍࡀ⬟であると認㆑され（査２㸷１），実㝿に

も，ࡑれࡲでの⣧ᯝ⢾の用から異ᛶ化ᾮ⢾の用に切り᭰ࢃったၟရもᏑ

ᅾすること（査２㸷０），ճ⣧ᯝ⢾の㟂せ者の୰には異ᛶ化ᾮ⢾も㉎ධして

いる者ࡀ多数Ꮡᅾすること（査２㸷１）なをేࡏ⪃えると，⣧ᯝ⢾との

異ᛶ化⢾のᛶ≧の┦㐪な，被審人の主ᙇする事を⪃៖してもなお，≉定

異ᛶ化⢾の当ึྜព及びಟ正ྜពの対㇟には⣧ᯝ⢾もྵࡲれていたと認め

るのࡀ┦当である。 

５ 本件各ྜពࡀ「当な取引ไ㝈」にヱ当すること 

前記１ないし４によれࡤ，被審人は，㸷社とඹ同して，本件各〇ရの㈍

౯᱁を引ࡁ上ࡆる᪨の本件各ྜពをしたものであり，同ྜពをすることによ

り，１０社は┦にࡑの事ᴗάືをᣊ᮰したと認められる。 

，に係るものでありࡆた，本件各ྜពは，本件各〇ရの㈍౯᱁の引上ࡲ

１０社の平成２３年におࡅる本件各〇ရのᅜෆ㈍数㔞の࢙ࢩは，≉定異

ᛶ化⢾につࡁ⣙㸷７㸬５ࢺࣥࢭ࣮ࣃ，≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾につࡁ⣙７４㸬

であったこと（前記第３の２ֈ）からすると，本件各ྜពのうࢺࣥࢭ࣮ࣃ４

定異ᛶ化⢾の当ึྜព及びಟ正ྜពは≉定異ᛶ化⢾の㈍という取引≉，ࡕ

ศ㔝におࡅる➇தを，≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の当ึྜព及びಟ正ྜពは≉定

Ỉあめ࣭ࡪう⢾の㈍という取引ศ㔝におࡅる➇தを，公ඹの┈にし

て，ࡑれࡒれ実㉁的にไ㝈するものであったと認められる。 

したࡀって，本件各ྜពは，独占禁止法第２条第６項に定める「当な取

引ไ㝈」にヱ当するものと認められる。 
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６ ⤖ㄽ 

��� 本件排除措置命令１について 

被審人は，前記１ないし５のとおり，の事ᴗ者とඹ同して，≉定異ᛶ

化⢾の㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆる᪨をྜពすることにより，公ඹの┈にし

て，ᡃࡀᅜにおࡅる≉定異ᛶ化⢾の㈍ศ㔝におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈

していたものである。これは，独占禁止法第２条第６項に規定する当な

取引ไ㝈にヱ当し，同法第３条の規定に㐪するものと認められる。 

本ࡀた，被審人の本件㐪行Ⅽ１は᪤にᾘ⁛しているものの，被審人ࡲ

件㐪行Ⅽ１を取りࡸめたのは，被審人の⮬Ⓨ的なពᛮによるものではな

く，公正取引委員会の立ධ᳨査をዎᶵとしたものであること（前記第３の

６）➼のㅖ事を⥲ྜ的に຺案すれࡤ，被審人については，≉に排除措置

を命ずるᚲせࡀある（独占禁止法第７条第２項）と認められる。 

よって，本件排除措置命令１は┦当である。 

��� 本件排除措置命令２について 

被審人は，前記１ないし５のとおり，の事ᴗ者とඹ同して，≉定Ỉあ

め࣭ࡪう⢾の㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆる᪨をྜពすることにより，公ඹの

┈にして，ᡃࡀᅜにおࡅる≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の㈍ศ㔝におࡅる➇

தを実㉁的にไ㝈していたものである。これは，独占禁止法第２条第６項

に規定する当な取引ไ㝈にヱ当し，同法第３条の規定に㐪するものと

認められる。 

本ࡀた，被審人の本件㐪行Ⅽ２は᪤にᾘ⁛しているものの，被審人ࡲ

件㐪行Ⅽ２を取りࡸめたのは，被審人の⮬Ⓨ的なពᛮによるものではな

く，公正取引委員会の立ධ᳨査をዎᶵとしたものであること（前記第３の

６）➼のㅖ事を⥲ྜ的に຺案すれࡤ，被審人については，≉に排除措置

を命ずるᚲせࡀある（独占禁止法第７条第２項）と認められる。 

よって，本件排除措置命令２は┦当である。 

��� 本件課徴金納付命令１について 

 課徴金に係る㐪行Ⅽ 

前記���の㐪行Ⅽࡀ独占禁止法第７条の２第１項第１号に規定する

ၟရの対౯に係るものであることは，≉定異ᛶ化⢾の当ึྜព及びಟ正

ྜពのෆᐜから᫂らかである。 

 課徴金のィ⟬の基♏となる事実 
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被審人は，≉定異ᛶ化⢾の〇㐀ᴗをႠࢇでいた者である（தいࡀない）。 

被審人ࡀ前記の㐪行Ⅽの実行としての事ᴗάືを行った日は，≉

定異ᛶ化⢾の当ึྜពに基づࡁ被審人ึ᭱ࡀに≉定異ᛶ化⢾の㈍౯

᱁の引上ࡆを実施することとした平成２３年３月１日であると認めら

れる。ࡲた，被審人は，平成２４年１月３１日以㝆，≉定異ᛶ化⢾の当

ึྜព及びಟ正ྜពに基づくሗを行っておらず（前記第３の６），

同月３０日に本件㐪行Ⅽ１の実行としての事ᴗάືはなくなってい

るものと認められる。したࡀって，独占禁止法第７条の２第１項の規定

により，実行ᮇ間は，平成２３年３月１日から平成２４年１月３０日ࡲ

でとなる。 

上記実行ᮇ間におࡅる≉定異ᛶ化⢾に係る被審人の上㢠を独占禁

止法施行令第５条第１項の規定に基づࡁ⟬定すると，５５൨７１１６

４７７１である（前記第３の７）。 

被審人は，上記実行ᮇ間を㏻ࡌ，㈨本金の㢠３ࡀ൨以下の会社で

あって，⢾化〇ရ➼の〇㐀ᴗを主たる事ᴗとしてႠࢇでいた者である

（தいࡀない。）。したࡀって，被審人は，独占禁止法第７条の２第５

項第１号にヱ当する事ᴗ者である。 

以上によれࡤ，被審人ࡀᅜᗜに納付すࡁ課徴金の㢠は，独占禁止法

第７条の２第１項及び第５項の規定により，上記５５൨７１１６４７

７１に１００ศの４をࡌてᚓた㢠から，同条第２３項の規定により

１ᮍ‶を切りᤞてて⟬出された２൨２２８４である。 

ウ よって，被審人に対してこれと同㢠の課徴金の納付を命ࡌた本件課徴

金納付命令１は┦当である。 

��� 本件課徴金納付命令２について 

 課徴金に係る㐪行Ⅽ 

前記���の㐪行Ⅽࡀ独占禁止法第７条の２第１項第１号に規定する

ၟရの対౯に係るものであることは，≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の当ึྜព

及びಟ正ྜពのෆᐜから᫂らかである。 

 課徴金のィ⟬の基♏となる事実 

被審人は，≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の〇㐀ᴗをႠࢇでいた者である（த

いࡀない）。 

被審人ࡀ前記の㐪行Ⅽの実行としての事ᴗάືを行った日は，≉

 

４０ 

定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の当ึྜពに基づࡁ被審人ึ᭱ࡀに≉定Ỉあめ࣭ࡪ

を実施することとした平成２３年３月１日ࡆう⢾の㈍౯᱁の引上

であると認められる。ࡲた，被審人は，平成２４年１月３１日以㝆，≉

定Ỉあめ࣭ࡪう⢾の当ึྜព及びಟ正ྜពに基づくሗを行って

おらず（前記第３の６），同月３０日に本件㐪行Ⅽ２の実行としての

事ᴗάືはなくなっているものと認められる。したࡀって，独占禁止法

第７条の２第１項の規定により，実行ᮇ間は，平成２３年３月１日から

平成２４年１月３０日ࡲでとなる。 

上記実行ᮇ間におࡅる≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾に係る被審人の上㢠を

独占禁止法施行令第５条第１項の規定に基づࡁ⟬定すると，５１൨７２

５７㸷０１㸷を下ᅇらない（前記第３の７）。 

被審人は，上記実行ᮇ間を㏻ࡌ，㈨本金の㢠３ࡀ൨以下の会社で

あって，⢾化〇ရ➼の〇㐀ᴗを主たる事ᴗとしてႠࢇでいた者である

（தいࡀない。）。したࡀって，被審人は，独占禁止法第７条の２第５

項第１号にヱ当する事ᴗ者である。 

被審人は，公正取引委員会による調査㛤ጞ日である平成２４年５月１

５日の一月前の日ࡲでに本件㐪行Ⅽ２をࡸめており，本件㐪行Ⅽ２

に係る実行ᮇ間２ࡀ年ᮍ‶であるので，独占禁止法第７条の２第６項に

ヱ当する事ᴗ者である。 

以上によれࡤ，被審人ࡀᅜᗜに納付すࡁ課徴金の㢠は，独占禁止法

第７条の２第１項，第５項及び第６項の規定により，上記５１൨７２５

７㸷０１㸷に１００ศの３㸬２をࡌてᚓた㢠から，同条第２３項

の規定により１ᮍ‶を切りᤞてて⟬出された１൨６５５２で

ある。 

ウ よって，被審人に対してこれと同㢠の課徴金の納付を命ࡌた本件課徴

金納付命令２は┦当である。 

第７ 法令の適用 

以上のとおり，本件各排除措置命令及び本件各課徴金納付命令はいずれも

┦当であり，これらの命令に係る被審人の各審判請求はいずれも理由ࡀない

から，独占禁止法第６６条第２項の規定により，主文のとおり審決すること

 。当であると判断する┦ࡀ

 



 

４１ 

平成２８年１月７日 

 

         公正取引委員会事ົ⥲ᒁ 

 

             審判長審判官  山 門   優 

 

                審判官  南   雅 晴 

 

                審判官  數 間   薫 
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別紙１ 

 

 

 

番号 用ㄒ 定⩏ 

１ ⢾化〇ရ  とうもࢁこしから⏕成されたでࢇ⢊をࢮ࣮࣑ࣛ➼の

㓝⣲ཪは㓟により加Ỉศゎしてᚓられたもの 

２ 異ᛶ化⢾  ⢾化〇ရのうࡕ，とうもࢁこしから⏕成されたでࢇ⢊

をࢮ࣮࣑ࣛ➼の㓝⣲ཪは㓟により加Ỉศゎしてᚓられ

た１ࢫ࣮ࢥࣝࢢศ子の⢾を，ࢮ࣮࣓ࣛࢯࢫ࣮ࢥࣝࢢཪ

はࣜ࢝ࣝにより異ᛶ化してᚓられたᯝ⢾をྵࡴもの 

３ ≉定異ᛶ化⢾  異ᛶ化⢾のうࡕ，後記番号６の࣮ࣝࣝ決め及び後記番

号７のᅛ定౯᱁を除く౯᱁決定᪉式により౯᱁を定める

条件で取引する㟂せ者ྥࡅに㈍されるもの 

４ Ỉあめ࣭ࡪう⢾  ⢾化〇ရのうࡕ異ᛶ化⢾を除くもの 

５ ≉定Ỉあめ࣭ࡪう⢾  Ỉあめ࣭ࡪう⢾のうࡕ，後記番号６の࣮ࣝࣝ決め及

び後記番号７のᅛ定౯᱁を除く౯᱁決定᪉式により౯᱁

を定める条件で取引する㟂せ者ྥࡅに㈍されるもの 

６ ࣮ࣝࣝ決め 㟂せ者に対する⢾化〇ရの౯᱁決定᪉式のうࡕ，◁⢾

及びでࢇ⢊の౯᱁調整に関する法律（昭和４０年法律第

１０㸷号）第１５条第１項に定められた「ᡠしの౯᱁」

➼の指ᶆに用いたィ⟬式を定め，当ヱィ⟬式で用いられ

た指ᶆのኚືにᛂࡌて౯᱁を定めるもの 

７ ᅛ定౯᱁  㟂せ者に対する⢾化〇ရの౯᱁決定᪉式のうࡕ，年間，

ᬺ年➼の≉定のᮇ間を㏻ࡌて同一の౯᱁を定めるもの 



 

４３ 

別紙２ 

事ᴗ者目録 

 

（平成２５年６月１３日Ⅼ） 

番

号 
事ᴗ者 本ᗑのᡤᅾ地 

代表者 

（代表取締役） 
␎⛠ 

１ 昭和⏘ᴗ株式会社 ᮾி㒔༓代田༊ෆ⚄田目２番

１号 ᒸ田 ⱱ 昭和⏘ᴗ 

２ 
日本㣗ရ化ᕤ株式会

社 
ᮾி㒔༓代田༊のෆ一目６番

５号 ᡞྡ ཌ 日本㣗ရ化ᕤ 

３ 
日本ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ

株式会社 
ᮾி㒔 ༊㉥ᆏ一目１１番４４

号 地 ⪽一㑻 日本࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ

 ࢳ

４ 
日本⃦⢊ᕤᴗ株式会

社 
㮵ඣᓥᕷ南栄三目２０番地 本ᆓ ᅧ 日本⃦⢊ᕤᴗ 

５ 
⢾化株式会࢚ࣥࢧ

社 
愛知県知多ᕷ浜町２４番地の５ 㕥ᮌ ᗤ夫 ࢚ࣥࢧ⢾化 

６ 
三和⃦⢊ᕤᴗ株式会

社  ዉⰋ県᷃ཎᕷ㞼Დ町５㸷４番地 ఀ藤 Ṍ 三和⃦⢊ᕤᴗ 

７ 
⩌栄化学ᕤᴗ株式会

社 
⩌㤿県㧗ᓮᕷᐟ大㢮町７００番地 ᭷田 ႐一 ⩌栄化学ᕤᴗ 

８ 
⋤子ࢳ࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ

株式会社 

ᮾி㒔୰ኸ༊ඵᇼ目２６番

㸷号 小ᯘ 㔜ᖾ ⋤子࣮ࢱࢫ࣮ࣥࢥ

 ࢳ

㸷 
ᩜᓥࢳ࣮ࢱࢫ株式会

社 

三㔜県㕥㮵ᕷ長ኴ栄町目５番

１号 ಙᒸ 正 ᩜᓥࢳ࣮ࢱࢫ 
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